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注１） 都立高等学校（全日制）の納付金については、入学時に支払う入学金 円のみのため、平年度換

算し 円として見込んでいる。

注２） 表２－ の各費目の金額の算出については、小数点第一位を四捨五入したため、各費目の合計と合

計欄の数値が一致しない場合がある。

注３）年収約 万円未満程度の世帯を想定した場合、就学支援金等は、私立においては、私立高等学校等

就学支援金（基礎額分） 円と私立高等学校等特別奨学金補助（住民税一定基準以下世帯）

円の合算額を、公立においては、高等学校等就学支援金 円を保護者負担軽減分として支給する

ことを想定。
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第第３３章章 私私立立学学校校のの認認可可・・指指導導とと動動向向

１１ 私私立立学学校校のの認認可可・・指指導導

私私立立学学校校とと学学校校法法人人（（設設置置者者））

私立学校とは、国や地方公共団体が設置する国・公立の学校に対して、学校法人が設置す

る学校であり、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学、

高等専門学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園がこれに当たる。教育基本法第６

条１項は、「法律に定める学校は、公の性質を有するものであり、国、地方公共団体及び法律

に定める法人のみが、これを設置することができる。」と定め、私立学校法第３条において、

学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人であると、定義付けている｡学校

法人は、その設置する私立学校を管理し、法令に特別の定めがある場合を除き、当該学校の

経費を負担することになっている（学校教育法第５条）。

この他、学校教育法第 条に規定する専修学校及び同法第 条に規定する各種学校が

あり、これらの学校の設置のみを目的とする「準学校法人」についても規定されている（私

立学校法第 条第４項）。

また、学校法人（準学校法人を含む。）以外の法人は、その名称中に学校法人という文字を

使用することが禁止されている（私立学校法第 条、第 条）。その他、私立学校は、国・

公立の学校と同様に、憲法、教育基本法及び学校教育法の適用を受ける。

なお、平成 年８月に可決成立したいわゆる子ども・子育て関連３法の一つである子ど

も・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（うち私立学校法）

の改正により、幼保連携型認定こども園が私立学校に加わった。幼保連携型認定こども園は、

改正法の施行日以後は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（以下「認定こども園法」という。）に設置の根拠を置く、学校及び児童福祉施設とし

ての法的位置付けをもつ単一の施設となり、福祉保健局少子社会対策部が所管する。

［［特特 性性］］

国・公立の学校が、国又は地方公共団体の設置する施設として公費で賄われるものである

のに対して、私立学校は、私人の寄付財産等により設立され、運営されることを原則とする。

私立学校において設立者の建学の精神や独自の校風が重んじられ､所轄庁による規制ができ

るだけ制限されているのも、この特性によるものである。

［［自自主主性性］］

私立学校は、私人の寄付財産等により設立されるものであることに伴い、その運営も自立

的に行われる。私立学校法は、私立学校の自主性を尊重するため、国・公立の学校に比べ、

所轄庁の権限を制限するとともに、権限の行使に際しても、私立学校関係者及び学識経験者
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によって構成される私立学校審議会の意見を聴かなければならないとされている。

［［公公共共性性］］

私立学校は、公教育の一翼を担っている点においては、国・公立の学校と変わりなく、「公

の性質」を持つとされている。私立学校法は、私立学校の公共性を高めるため、私立学校の

設置者として、旧来の民法上の財団法人に代わって学校法人という法人制度を創設し、その

組織・運営等について定めている。主な内容は、

① 学校法人が解散した場合、残余財産の帰属を定め、財産の恣意的処分を防止している。

② 運営の公正を期するために、役員数を法定し、役員が特定の同族によって占められる

ことを禁じ、また、各１名ずつの外部理事、外部監事の選任を義務付けている。

③ 業務執行の諮問機関として、評議員会の設置を義務付けている。

④ 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書等の関係者への閲覧を義務付けている。

等であり、こうした法的規制を加えることで、公共性の確保を図っている。

［［収収益益事事業業］］

学校法人は、設置する私立学校の教育に支障のない限りで、その収益を私立学校の経営に

充てるため、収益事業を行うことができる（私立学校法第 条）。
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所所轄轄庁庁のの権権限限

［［都都ににおおけけるる所所轄轄庁庁］］

所轄庁は、所轄する私立学校や学校法人に対し、認可や諸届けの受理、その他これらの事

務に伴う指導を行っている。

所轄庁は学校と学校法人ごとに分かれており、都においては次のとおりである。

＜＜表表３３－－１１＞＞所所轄轄庁庁

 所轄庁 私  立  学  校 学 校 法 人 
文部科学 

大臣 

 ○大学・短期大学 
 ○高等専門学校 

左記の学校及び併せてこれら以外の学校

を設置する法人 

都知事 

 ○小･中・高校、義務教育学校、中等教育
学校、特別支援学校、外国人学校 

 ○市地域にある教員免許・資格取得の認
定又は指定のある専修・各種学校 

 ○町村地域にある幼稚園、専修・各種学校 

文部科学大臣所轄の法人以外の学校法人 

区 長 

市 長 

○東京都条例(※)により定められている 

幼稚園、専修・各種学校 
 

 
（※）東京都条例 ・・・ 特別区：特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

・・・ 市 ：市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例

所轄庁の権限の概要は図３－１に示すとおり、学校教育法及び私立学校法に基づくものと

私立学校振興助成法に基づくものとがある。

［［学学校校教教育育法法及及びび私私立立学学校校法法上上のの権権限限］］

学校教育法及び私立学校法では、所轄庁の権限として、

① 学校の設置・廃止・設置者変更等の認可（学校教育法第４条・第 条・第 条２項）

② 学校が、法令の規定に故意に違反したとき、法令の規定に基づく所轄庁の命令に違反し

たとき、又は６カ月以上授業を行わなかったときの閉鎖命令（学校教育法第 条）

③ 学校法人の設立認可（私立学校法第 条）

④ 法人の解散命令（私立学校法第 条）

⑤ 教育の調査、統計、その他に関し必要な報告書の提出を求めること（私立学校法第６条）

⑥ 学校法人が、法令の規定に違反したとき、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄

附行為に違反したとき、又はその運営が著しく適性を欠くと認めるときの措置命令（私

立学校法第 条１項）

⑦ 学校法人が、措置命令に従わないときの役員の解任勧告（私立学校法第 条９項）

⑧ 業務・財産状況の報告徴収又は立入検査（私立学校法第 条）

等が規定されているが、学校の設置廃止に係る認可等や、学校法人に対する措置命令、役員の

解任勧告を行う場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴かなければならな

いこととなっている。

なお、学校教育法第 条に規定している設備・授業等の変更命令については、私立学校の

自主性の観点から私立学校には適用されない（私立学校法第５条）。

学校及び学校法人に関する諸届けの受理や認可等については、次に掲げる法令等に基づく権

限がある。
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＜＜表表３３－－２２＞＞法法令令等等にに基基づづくく権権限限

小・中・

高等学校

・学校教育法及び私立学校法等

・高等学校設置基準（昭和 年文部省令第１号）

・高等学校通信教育規程（昭和 年文部省令第 号）

・小学校設置基準（平成 年文部科学省令第 号）

・中学校設置基準（平成 年文部科学省令第 号）

・特別支援学校設置基準（令和３年文部科学省令第 号）

・東京都私立高等学校等設置認可基準（６総学二第 号）

・東京都私立高等学校等収容定員変更認可基準（６総学二第 号）

・東京都私立高等学校通信制課程に係る認可基準（ 生文私行第 号）

・東京都学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準（６総学二第 号）

幼稚園

・学校教育法及び私立学校法等

・幼稚園設置基準（昭和 年文部省令第 号）

・東京都私立幼稚園設置認可取扱内規（ 総学二第 号）

・東京都既設幼稚園の学校法人化認可取扱内規（元総学二第 号）

・新たに幼稚園を設置することを目的とする学校法人の設立認可取扱内規（50総学二第 718号）

専修・

各種学校

・学校教育法及び私立学校法等

・専修学校設置基準（昭和 年文部省令第２号）

・各種学校規程（昭和 年文部省令第 号）

・東京都私立専修学校設置認可取扱内規（ 総学二第 号）

・東京都私立専修学校設置認可取扱要領（元総学二第 号）

・私立各種学校規程施行内規（ 総私二発第２号）

・外国人児童・生徒を対象とする私立各種学校の設置認可等取扱内規（ 生私行第 号）

・準学校法人設立認可基準（ 総私二発第 号）

・東京都準学校法人設立認可取扱内規（ 総学二第 号）

［［東東京京都都私私立立学学校校審審議議会会］］

都道府県知事は、所轄の私立学校について、設置、廃止、閉鎖命令等を行う場合は、あら

かじめ私立学校審議会の意見を聴かなければならないことになっている（私立学校法第８条

第１項）。

東京都私立学校審議会は、私立学校法第９条により必置となっている知事の諮問機関であ

り、私立学校の設置、廃止、設置者変更及び学校法人設立の認可等について審議するととも

に、私立学校に関する重要事項を知事に建議することができる（活動状況については、表３

－３のとおり）。

［［私私立立学学校校振振興興助助成成法法上上のの権権限限］］

私立学校振興助成法は、私立学校が明確な法的根拠の下で国や地方公共団体からの財政援

助を受け、教育条件の向上や在学する児童生徒等の保護者の経済的負担の軽減を図るととも

に、経営の健全性を高めることを目的としている。そして、同法第 条は、この法律により

助成を受ける学校法人に対して、所轄庁 都知事）が次の権限を有することを規定している。

① 法人からその業務、会計の状況に関し報告を徴し、又は法人関係者への質問や帳簿等

の検査をすること。

② 学則の収容定員を著しく超えて入学、入園させた場合に、是正を命令すること。

③ 法人の予算が助成の目的に照らして不適当と認める場合に、予算の変更を勧告するこ

と。
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④ 法人の役員が法令や法令に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合に、当該

役員の解職を勧告すること。

また、同法第 条では、経常費補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める

「学校法人会計基準」に従い会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書等財務計算に関する

書類、収支予算書を作成し、所轄庁に届け出なければならない旨が規定されている。

［［補補助助金金執執行行上上のの取取扱扱いい］］

都では、私立学校振興助成法に基づき、私立学校の振興を図るため東京都私立学校教育助

成条例及び私立学校経常費補助金交付要綱を制定し、学校法人に対する助成に関し、必要な

事項を定めている。

この中で、補助金の適正執行を期す観点から、所轄庁（都知事）には、補助金の減額及び

不交付、交付決定の取消し及び補助金の返還命令等の権限が定められている。
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に、私立学校に関する重要事項を知事に建議することができる（活動状況については、表３

－３のとおり）。

［［私私立立学学校校振振興興助助成成法法上上のの権権限限］］

私立学校振興助成法は、私立学校が明確な法的根拠の下で国や地方公共団体からの財政援

助を受け、教育条件の向上や在学する児童生徒等の保護者の経済的負担の軽減を図るととも

に、経営の健全性を高めることを目的としている。そして、同法第 条は、この法律により

助成を受ける学校法人に対して、所轄庁 都知事）が次の権限を有することを規定している。

① 法人からその業務、会計の状況に関し報告を徴し、又は法人関係者への質問や帳簿等

の検査をすること。

② 学則の収容定員を著しく超えて入学、入園させた場合に、是正を命令すること。

③ 法人の予算が助成の目的に照らして不適当と認める場合に、予算の変更を勧告するこ

と。
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＜＜図図３３－－１１＞＞法法令令上上のの権権限限及及びび補補助助金金執執行行上上のの取取扱扱いい

◎学校、高等学校の学科、課程の設置廃止　 ◎寄附行為      （私学法30・31条）

　　　 　　　（私学法５条）(専修学校を除く。) （学教法４条）   （法人の設立）

◎設置者の変更  　　 　　　（　〃　４条） ○寄附行為の変更（  〃  45条１項）

 （専修学校を除く。）   （届出事項に該当するものを除く。）

◎収容定員の変更 （　〃　４条） ◎法人の解散    （  〃  50条）

 （専修学校を除く。） ○法人の合併    （  〃  52条）

◎高等学校の広域の通信制の課程に ◎法人の組織変更（  〃  64条６項）

  係る学則の変更　 　 　　（  〃  ４条）

◎専修学校の設置廃止    　（  〃 130条）

◎専修学校の課程の設置廃止（  〃 130条）

◎専修学校の目的の変更  　（  〃 130条） 　②事業活動収支計算書、同内訳表 ◎過剰収容是正命令

◎専修学校の設置者の変更　（  〃 130条） 　③貸借対照表、附属明細表               （　〃　12条）

○校長の採用解職  　  （学教法10条） ○事務所の所在地、校名及び公告の ＊都知事所轄学校法人について ◎予算変更勧告（　〃　12条）

○学校の目的、名称、位置、学則(収容定員に 　方法の変更に係る寄附行為の変更 　は特例あり

  係るものを除く。）、校地・校舎等の変更 　（準学校法人、専修学校、各種学

  (専修学校及び各種学校を除く。) 　校を除く。）    （私学法45条2項）

（学教令27条の２） ○役員（理事長・理事・監事）の就

○高等学校の専攻科、別科の設置廃止   任退任　　    （私学令２条）

（ 〃 27条の２） ○法人の登記    （  〃  ２条）

○各種学校の目的、名称、位置、学則（収容 ○清算人による法人の解散

定員に係るものを除く。）校地・校舎等の                 （私学法50条４項）

変更 （ 〃 27条の３） ○法人の業務・財産・理事の業務執

○専修学校の名称、位置、学則（収容定員に   行の不正、法令・寄附行為違反に

係るものを含む）、校地・校舎等の変更 　関する監事の報告

（学教法131条）                 （  〃  37条）

◎学校閉鎖            （学教法13条） ◎措置命令　　　（私学法60条）

◎収益事業の停止（　〃　61条）

◎法人の解散    （　〃　62条）

○教育の調査、統計等の報告書の提出 ◎役員の解任勧告   （  〃  60条９項）

                      （私学法６条） ○業務・財産状況の報告徴収又は立入検査

　　　　　　　　   （  〃  63条）

①登記の懈怠　②寄附行為の備付の懈怠　③寄附行為の閲覧の拒否 

④設立時財産目録の備付の懈怠及び虚偽記載　⑤寄附行為の届出違反

⑥財産目録等備付の懈怠、記載不備及び不実記載　⑦財産目録等閲覧の拒否

⑧破産手続開始申立ての懈怠　⑨債権申出の催告及び清算中の破産手続開始

　申立ての公告の懈怠並びに虚偽公告　⑩合併手続違反　

⑪収益事業の停止命令違反　⑫業務・財産状況の未報告、虚偽報告又は

　検査の拒絶、妨げ、忌避

①～⑫の違反に対して、理事・監事・清算人に20万円以下の過料 （私学法66条）

○理 事 会－①業務の決定                            ○補助金の減額     （条例６条、要綱第９） ○関係人の出頭、調査

　  　　　　②理事の職務の遂行の監督　　　　　　　　（私学法36条） ○補助金の不交付   （ 〃 ６条、 〃 第９）   帳簿等の提出要求

○理 事 長－学校法人を代表し、その業務を総理　　　　（  〃  37条）　　　 ○交付決定の取消   （ 〃 ９条、 〃 第19） ○知事、議会等への報告

○監    事－①業務、財産及び理事の業務執行状況の監査 ○補助金の返還命令 （ 〃 ９条、 〃 第20）   公表及び意見の提出

            ②毎会計年度、監査報告書の作成及び理事会・評議員会への ○実績報告         （要綱第14・20）

              提出業務 ○その他

            ③法人の業務・財産・理事の業務執行に関し、不正がある   ①補助事業の遂行、是正命令

              場合等の報告義務        （要綱第12(５)(６)・第18）

  　　　　　④理事長に対する理事会・評議員会招集請求   ②補助金の使途指定（要綱第７）

  　　　　　⑤法人の業務・財産・理事の業務執行の状況についての

      　　　　理事会への意見　　　　　　　　　　　　（  〃  37条）

○理  　事－理事の忠実に職務を遂行する義務　　　　　（　〃　40条の２）

○評議員会－①予算、事業計画、借入金、重要資産の処分、役員に対する

              報酬等の支給基準、寄附行為の変更、合併・解散等の事項

              についての、理事長に対する意見又は議決   （  〃  42条）

            ②法人の業務、財産の状況、役員の業務執行状況につい

              ての、役員に対する意見又は役員からの報告の徴取  

                 　　　　　　　　　　　　　 　　    （  〃  43条）

注）私学法＝私立学校法　  私学令＝私立学校法施行令　　　基　準＝学校法人会計基準

　　学教法＝学校教育法　  学教令＝学校教育法施行令　  　条  例＝東京都私立学校教育助成条例

　　助成法＝私立学校振興助成法　  自治法＝地方自治法

監査委員の職務権限

（会計士等の監査報告書添付）

           　 （　〃　14条）

○書類の作成、届出

補助金執行上の権限等

◎役員解職勧告（　〃　12条）

　①資金収支計算書、同内訳表等

○法人の業務、会計の状況に

法人の遵守事項 所轄庁の権限等

○会計処理の原則　（基準２条）

○計算書類      　（  〃４条）

  書類等の検査（助成法12条）

  関する 報告徴取、質問、

罰
則

学　　校　　法　　人

命
令

区分

届
　
出
・
報
　
告

学校に関する事項 法人に関する事項

認
可
等

そ
の
他

（自治法 条）

学学校校教教育育法法

私私立立学学校校法法 私私立立学学校校振振興興助助成成法法

学学校校法法人人会会計計基基準準

東東京京都都私私立立学学校校教教育育助助成成条条例例

同同施施行行規規則則

経経常常費費補補助助金金交交付付要要綱綱

地地方方自自治治法法

監監査査委委員員にに対対すす
るる是是正正措措置置報報告告

生生活活文文化化ススポポーーツツ局局

私私学学部部

（学教法２条）
（私学法 条）

（助成法 条）

（助成法１・９・ 条）

（条例３・６・９条）

◎は、「私立学校審議会」諮問事項を示す。
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＜＜表表３３－－３３＞＞東東京京都都私私立立学学校校審審議議会会のの活活動動状状況況 （令和５年３月３１日現在）

平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 令和4

全日制

定時制

通信制

個人立

法人立

個人立

法人立

個人立

法人立

全日制

定時制

通信制

個人立

法人立

個人立

法人立

個人立

法人立

注）議題数は、継続審議案を含む。答申数は、＊の合計数（学校設置計画承認を除く。）

幼稚園

幼稚園

高等学校

中　学　校

特別支援学校

年　　度

回　　数

学
校
、

学
科
及
び
課
程
設
置

小　　計＊

専修学校

高等学校

各種学校

中　学　校

小　学　校

答　申　数

中　学　校

専修学校

各種学校

小　　計＊

部　会　調　査

建　　議

議　題　数

そ　の　他

設
立

解散命令　＊

法人解散　＊

収益事業　＊

目的変更　＊

準学校法人＊

法人組織変更　＊

学則変更　＊

小　　計＊

高等学校

学校法人＊

幼稚園

小　学　校

学
校
、

学
科
及
び
課
程
廃
止

特別支援学校

学
校
設
置
者
変
更

各種学校

専修学校

小　学　校
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＜＜図図３３－－１１＞＞法法令令上上のの権権限限及及びび補補助助金金執執行行上上のの取取扱扱いい

◎学校、高等学校の学科、課程の設置廃止　 ◎寄附行為      （私学法30・31条）

　　　 　　　（私学法５条）(専修学校を除く。) （学教法４条）   （法人の設立）

◎設置者の変更  　　 　　　（　〃　４条） ○寄附行為の変更（  〃  45条１項）

 （専修学校を除く。）   （届出事項に該当するものを除く。）

◎収容定員の変更 （　〃　４条） ◎法人の解散    （  〃  50条）

 （専修学校を除く。） ○法人の合併    （  〃  52条）

◎高等学校の広域の通信制の課程に ◎法人の組織変更（  〃  64条６項）

  係る学則の変更　 　 　　（  〃  ４条）

◎専修学校の設置廃止    　（  〃 130条）

◎専修学校の課程の設置廃止（  〃 130条）

◎専修学校の目的の変更  　（  〃 130条） 　②事業活動収支計算書、同内訳表 ◎過剰収容是正命令

◎専修学校の設置者の変更　（  〃 130条） 　③貸借対照表、附属明細表               （　〃　12条）

○校長の採用解職  　  （学教法10条） ○事務所の所在地、校名及び公告の ＊都知事所轄学校法人について ◎予算変更勧告（　〃　12条）

○学校の目的、名称、位置、学則(収容定員に 　方法の変更に係る寄附行為の変更 　は特例あり

  係るものを除く。）、校地・校舎等の変更 　（準学校法人、専修学校、各種学

  (専修学校及び各種学校を除く。) 　校を除く。）    （私学法45条2項）

（学教令27条の２） ○役員（理事長・理事・監事）の就

○高等学校の専攻科、別科の設置廃止   任退任　　    （私学令２条）

（ 〃 27条の２） ○法人の登記    （  〃  ２条）

○各種学校の目的、名称、位置、学則（収容 ○清算人による法人の解散

定員に係るものを除く。）校地・校舎等の                 （私学法50条４項）

変更 （ 〃 27条の３） ○法人の業務・財産・理事の業務執

○専修学校の名称、位置、学則（収容定員に   行の不正、法令・寄附行為違反に

係るものを含む）、校地・校舎等の変更 　関する監事の報告

（学教法131条）                 （  〃  37条）

◎学校閉鎖            （学教法13条） ◎措置命令　　　（私学法60条）

◎収益事業の停止（　〃　61条）

◎法人の解散    （　〃　62条）

○教育の調査、統計等の報告書の提出 ◎役員の解任勧告   （  〃  60条９項）

                      （私学法６条） ○業務・財産状況の報告徴収又は立入検査

　　　　　　　　   （  〃  63条）

①登記の懈怠　②寄附行為の備付の懈怠　③寄附行為の閲覧の拒否 

④設立時財産目録の備付の懈怠及び虚偽記載　⑤寄附行為の届出違反

⑥財産目録等備付の懈怠、記載不備及び不実記載　⑦財産目録等閲覧の拒否

⑧破産手続開始申立ての懈怠　⑨債権申出の催告及び清算中の破産手続開始

　申立ての公告の懈怠並びに虚偽公告　⑩合併手続違反　

⑪収益事業の停止命令違反　⑫業務・財産状況の未報告、虚偽報告又は

　検査の拒絶、妨げ、忌避

①～⑫の違反に対して、理事・監事・清算人に20万円以下の過料 （私学法66条）

○理 事 会－①業務の決定                            ○補助金の減額     （条例６条、要綱第９） ○関係人の出頭、調査

　  　　　　②理事の職務の遂行の監督　　　　　　　　（私学法36条） ○補助金の不交付   （ 〃 ６条、 〃 第９）   帳簿等の提出要求

○理 事 長－学校法人を代表し、その業務を総理　　　　（  〃  37条）　　　 ○交付決定の取消   （ 〃 ９条、 〃 第19） ○知事、議会等への報告

○監    事－①業務、財産及び理事の業務執行状況の監査 ○補助金の返還命令 （ 〃 ９条、 〃 第20）   公表及び意見の提出

            ②毎会計年度、監査報告書の作成及び理事会・評議員会への ○実績報告         （要綱第14・20）

              提出業務 ○その他

            ③法人の業務・財産・理事の業務執行に関し、不正がある   ①補助事業の遂行、是正命令

              場合等の報告義務        （要綱第12(５)(６)・第18）

  　　　　　④理事長に対する理事会・評議員会招集請求   ②補助金の使途指定（要綱第７）

  　　　　　⑤法人の業務・財産・理事の業務執行の状況についての

      　　　　理事会への意見　　　　　　　　　　　　（  〃  37条）

○理  　事－理事の忠実に職務を遂行する義務　　　　　（　〃　40条の２）

○評議員会－①予算、事業計画、借入金、重要資産の処分、役員に対する

              報酬等の支給基準、寄附行為の変更、合併・解散等の事項

              についての、理事長に対する意見又は議決   （  〃  42条）

            ②法人の業務、財産の状況、役員の業務執行状況につい

              ての、役員に対する意見又は役員からの報告の徴取  

                 　　　　　　　　　　　　　 　　    （  〃  43条）

注）私学法＝私立学校法　  私学令＝私立学校法施行令　　　基　準＝学校法人会計基準

　　学教法＝学校教育法　  学教令＝学校教育法施行令　  　条  例＝東京都私立学校教育助成条例

　　助成法＝私立学校振興助成法　  自治法＝地方自治法

監査委員の職務権限

（会計士等の監査報告書添付）

           　 （　〃　14条）

○書類の作成、届出

補助金執行上の権限等

◎役員解職勧告（　〃　12条）

　①資金収支計算書、同内訳表等

○法人の業務、会計の状況に

法人の遵守事項 所轄庁の権限等

○会計処理の原則　（基準２条）

○計算書類      　（  〃４条）

  書類等の検査（助成法12条）

  関する 報告徴取、質問、

罰
則

学　　校　　法　　人

命
令

区分

届
　
出
・
報
　
告

学校に関する事項 法人に関する事項

認
可
等

そ
の
他

（自治法 条）

学学校校教教育育法法

私私立立学学校校法法 私私立立学学校校振振興興助助成成法法

学学校校法法人人会会計計基基準準

東東京京都都私私立立学学校校教教育育助助成成条条例例

同同施施行行規規則則

経経常常費費補補助助金金交交付付要要綱綱

地地方方自自治治法法

監監査査委委員員にに対対すす
るる是是正正措措置置報報告告

生生活活文文化化ススポポーーツツ局局

私私学学部部

（学教法２条）
（私学法 条）

（助成法 条）

（助成法１・９・ 条）

（条例３・６・９条）

◎は、「私立学校審議会」諮問事項を示す。
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２２ 学学校校法法人人のの会会計計・・財財務務

学学校校法法人人会会計計基基準準のの概概要要

経常費補助金を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める学校法人会計基準（昭和 年文

部省令第 号）に従って会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書等財務計算に関する書類

（以下「計算書類」という。）を作成し、所轄庁に届け出る義務がある（私立学校振興助成法

第 条）。

また、経常費補助金を受けていない学校法人（いわゆる準学校法人や、子ども子育て支援

新制度により施設型給付を受ける学校法人等）の会計処理も学校法人会計基準に準拠するこ

とを原則としている。

［［学学校校法法人人会会計計基基準準改改正正のの趣趣旨旨］］

学校法人会計基準制定以前は、学校の会計処理のルールは各学校によってまちまちであっ

たが、私立学校への公費助成の前提として、昭和 年に学校法人会計基準が制定された。

以来、私立学校の経理を適正化し、財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配

分の基礎となるものとして、広く実務に定着してきたが、制定以来 年が経過し、社会・経

済状況の大きな変化、様々な会計基準の改正及び私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、

学校法人の経営状態について、社会に分かりやすく説明する仕組みが求められるようになっ

た。

こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにす

ること等の大規模な改正を行うこととなり、平成 年４月、学校法人会計基準の一部を改正

する省令（平成 年文部科学省令第 号）が公布され、平成 年４月に施行され、平成

年度から知事所轄法人も含め全学校法人に適用された（図３－２及び図３－３のとおり）。

なお、計算書類の種類と目的は、図３－４のとおりである。

＜＜図図３３――２２＞＞改改正正のの概概要要

（（１１））改改正正前前 （（２２））改改正正後後

＊知事所轄学校法人には作成を義務付けない

補補助助金金目目的的のの会会計計

○○ 資資金金収収支支計計算算書書

資資金金収収支支内内訳訳表表

人人件件費費支支出出内内訳訳表表

○○ 消消費費収収支支計計算算書書

消消費費収収支支内内訳訳表表

○○ 貸貸借借対対照照表表

固固定定資資産産明明細細表表

借借入入金金明明細細表表

基基本本金金明明細細表表

○○ 資資金金収収支支計計算算書書

資資金金収収支支内内訳訳表表

人人件件費費支支出出内内訳訳表表

活活動動区区分分資資金金収収支支計計算算書書＊＊

○○ 事事業業活活動動収収支支計計算算書書

事事業業活活動動収収支支内内訳訳表表

○○ 貸貸借借対対照照表表

固固定定資資産産明明細細表表

借借入入金金明明細細表表

基基本本金金明明細細表表

補補助助金金目目的的＋＋説説明明責責任任
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＜＜図図３３――３３＞＞学学校校法法人人会会計計のの体体系系

（学校法人の会計年度は 月 日から翌年 月 日まで）（私立学校法第 条）

＜＜図図３３――４４＞＞学学校校法法人人のの財財務務計計算算書書類類のの目目的的

○資金収支計算書の目的

当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支

払資金（現金預金）の収入及び支出の顛末を明らかにする

○活動区分資金収支計算書の目的

資金収支計算書の決算額を３つの活動区分ごとに区分し、活動ごとの資金の流れを明らかにする

○事業活動収支計算書の目的

当該会計年度の活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容及び基本金組入後の

均衡を明らかにする

○貸借対照表の目的

当該会計年度末の財政状態（運用形態と調達源泉）を明らかにする

また、学校法人は、私立学校法第 条に基づき、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事

業報告書、役員等名簿、監事による監査報告書及び役員に対する報酬等の支給の基準（以下

「財産目録等」という。）を作成の日から５年間、各事務所に備えて置き、請求があった場合

には、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供することが義務付けられている。なお、知事

所轄法人においては、役員等名簿を除く財産目録等について、当該学校法人の設置する私立

学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を

除いて閲覧に供することが義務付けられている。

私私立立学学校校法法

（※）

これらを会計年度終了後２か月以内に作成

※ 私立学校法第４７条の規定により財務計算書類、財産目録、事業報告書を作成

＊知事所轄学校法人には作成を義務付けない

＊＊知事所轄学校法人のうち高等学校を設置

しない法人には作成を義務付けない

学校法人の収支計算書

○ 資金収支計算書

資金収支内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支計算書＊

○ 事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

○ 貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表＊＊

財産目録 事業報告書

学学校校法法人人会会計計基基準準
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２２ 学学校校法法人人のの会会計計・・財財務務

学学校校法法人人会会計計基基準準のの概概要要

経常費補助金を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める学校法人会計基準（昭和 年文

部省令第 号）に従って会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書等財務計算に関する書類

（以下「計算書類」という。）を作成し、所轄庁に届け出る義務がある（私立学校振興助成法

第 条）。

また、経常費補助金を受けていない学校法人（いわゆる準学校法人や、子ども子育て支援

新制度により施設型給付を受ける学校法人等）の会計処理も学校法人会計基準に準拠するこ

とを原則としている。

［［学学校校法法人人会会計計基基準準改改正正のの趣趣旨旨］］

学校法人会計基準制定以前は、学校の会計処理のルールは各学校によってまちまちであっ

たが、私立学校への公費助成の前提として、昭和 年に学校法人会計基準が制定された。

以来、私立学校の経理を適正化し、財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配

分の基礎となるものとして、広く実務に定着してきたが、制定以来 年が経過し、社会・経

済状況の大きな変化、様々な会計基準の改正及び私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、

学校法人の経営状態について、社会に分かりやすく説明する仕組みが求められるようになっ

た。

こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにす

ること等の大規模な改正を行うこととなり、平成 年４月、学校法人会計基準の一部を改正

する省令（平成 年文部科学省令第 号）が公布され、平成 年４月に施行され、平成

年度から知事所轄法人も含め全学校法人に適用された（図３－２及び図３－３のとおり）。

なお、計算書類の種類と目的は、図３－４のとおりである。

＜＜図図３３――２２＞＞改改正正のの概概要要

（（１１））改改正正前前 （（２２））改改正正後後

＊知事所轄学校法人には作成を義務付けない

補補助助金金目目的的のの会会計計

○○ 資資金金収収支支計計算算書書

資資金金収収支支内内訳訳表表

人人件件費費支支出出内内訳訳表表

○○ 消消費費収収支支計計算算書書

消消費費収収支支内内訳訳表表

○○ 貸貸借借対対照照表表

固固定定資資産産明明細細表表

借借入入金金明明細細表表

基基本本金金明明細細表表

○○ 資資金金収収支支計計算算書書

資資金金収収支支内内訳訳表表

人人件件費費支支出出内内訳訳表表

活活動動区区分分資資金金収収支支計計算算書書＊＊

○○ 事事業業活活動動収収支支計計算算書書

事事業業活活動動収収支支内内訳訳表表

○○ 貸貸借借対対照照表表

固固定定資資産産明明細細表表

借借入入金金明明細細表表

基基本本金金明明細細表表

補補助助金金目目的的＋＋説説明明責責任任
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私私立立学学校校のの財財務務状状況況

都では、都内の私立幼稚園（学校法人立）、小学校、中学校及び高等学校（全日制）の財務状

況を把握するため、学校法人から提出された計算書類を集計している。

令和３年度決算の集計結果は次のとおりである。

ただし、

① 学校法人は都知事所轄法人のみを集計し、私立学校は文部科学大臣所轄法人、道府

県知事所轄法人が都内に設置する私立学校を含めて集計している。

② 令和３年度に経常費補助金を受けた学校のみを対象としているため、令和３年度

以前に「子ども子育て支援新制度」に移行した幼稚園は集計から除外している。

③ 以上の集計方法をとったため、学校基本調査等とは計数が異なる場合がある。

④ 表示が千円単位のもの、伸び率、構成比等はいずれも項目ごとに端数を四捨五入

している。従って、各項目の合計は計欄と一致しない場合がある。

ア 決算の概況

① 財務の弾力性を示す事業活動収支差額比率（事業活動収入に対する基本金組入前

当期収支差額が占める割合で、この比率が大きいほど自己資金が充実し、財政面で

の将来的な余裕があるとみなされる。マイナスとなった場合は基本金組入前の段階

で既に支出超過の状況であり、一般的にマイナス幅が大きくなるほど経営が圧迫さ

れているとみなされる）は、学校種別にみると幼稚園 ％、小学校 ％、中学校

％、高等学校 ％であった。

② 事業活動収入に占める割合が一番大きいのはどの学校種でも学生生徒等納付金

で、幼稚園 ％、小学校 ％、中学校 ％、高等学校 ％である。これ

に次いで大きな割合を占める補助金の割合は、幼稚園 ％、小学校 ％、中

学校 ％、高等学校 ％であった。（補助金＝経常費等補助金＋施設設備補助

金）

③ 事業活動支出に占める割合が大きいのは、どの学校種でも人件費であり、幼稚園

％、小学校 ％、中学校 ％、高等学校 ％であった。

④ 貸借対照表における小中高校法人一法人当たりの繰越収支差額は、前年度と比べ

億 万円減少し、約マイナス 億 千万円であった。また、幼稚園法人一法人当

たりの繰越収支差額は、約 万円減少し、約 万円であった。
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イ 資料

① 事業活動収支の科目別、学校種別構成比の年度別推移 図

② 令和３年度事業活動収支内訳表（一校・園当たりの平均） 表

③ 令和３年度事業活動収支内訳表（一生徒・児童・園児当たりの平均） 表

④ 令和３年度貸借対照表（幼稚園法人一法人当たり） 表

⑤ 令和３年度貸借対照表（小中高校法人一法人当たり） 表

【令令和和３３年年度度決決算算集集計計にに係係るる用用語語のの解解説説】

［教育活動収支］

経常的な事業活動収入および事業活動支出のうち、教育活動外に係る事業活動収入及び事業活動

支出を除いたもの。

［教育活動外収支］

経常的な財務活動（資金調達および資金運用に係る活動）および収益事業に係る事業活動収支。

［特別収支］

特殊な要因によって一時的に発生したもの。「資産売却差額」「施設設備寄付金」「現物寄付」 「施

設設備補助金」「資産処分差額」「過年度修正額」「災害損失」等

［事業活動収入計］

「教育活動収入計」「教育活動外収入計」「特別収入計」である。旧学校法人会計基準では「帰

属収入」と呼ばれていた。

［事業活動支出計］

「教育活動支出計」「教育活動外支出計」「特別支出計」である。旧学校法人会計基準では「消

費支出」と呼ばれていた。

［基本金組入前当年度収支差額］

事業活動収入計 事業活動支出計 である。当該年度の収入が支出より多ければプラス、少な

ければマイナスとなる。

［事業活動収支差額比率］

事業活動収入に対する基本金組入前の当期収支差額が占める割合で、この数値がプラスで大きい

ほど、自己資金が充実し、財政面での将来的な余裕があるとみなされる。マイナスとなった場合は

基本金組入前の段階で既に支出超過の状況であり、一般的にマイナス幅が大きくなるほど経営が圧

迫されているとみなされることになる。旧学校法人会計基準で「帰属収支差額比率」と呼ばれてい

たものである。
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私私立立学学校校のの財財務務状状況況

都では、都内の私立幼稚園（学校法人立）、小学校、中学校及び高等学校（全日制）の財務状

況を把握するため、学校法人から提出された計算書類を集計している。

令和３年度決算の集計結果は次のとおりである。

ただし、

① 学校法人は都知事所轄法人のみを集計し、私立学校は文部科学大臣所轄法人、道府

県知事所轄法人が都内に設置する私立学校を含めて集計している。

② 令和３年度に経常費補助金を受けた学校のみを対象としているため、令和３年度

以前に「子ども子育て支援新制度」に移行した幼稚園は集計から除外している。

③ 以上の集計方法をとったため、学校基本調査等とは計数が異なる場合がある。

④ 表示が千円単位のもの、伸び率、構成比等はいずれも項目ごとに端数を四捨五入

している。従って、各項目の合計は計欄と一致しない場合がある。

ア 決算の概況

① 財務の弾力性を示す事業活動収支差額比率（事業活動収入に対する基本金組入前

当期収支差額が占める割合で、この比率が大きいほど自己資金が充実し、財政面で

の将来的な余裕があるとみなされる。マイナスとなった場合は基本金組入前の段階

で既に支出超過の状況であり、一般的にマイナス幅が大きくなるほど経営が圧迫さ

れているとみなされる）は、学校種別にみると幼稚園 ％、小学校 ％、中学校

％、高等学校 ％であった。

② 事業活動収入に占める割合が一番大きいのはどの学校種でも学生生徒等納付金

で、幼稚園 ％、小学校 ％、中学校 ％、高等学校 ％である。これ

に次いで大きな割合を占める補助金の割合は、幼稚園 ％、小学校 ％、中

学校 ％、高等学校 ％であった。（補助金＝経常費等補助金＋施設設備補助

金）

③ 事業活動支出に占める割合が大きいのは、どの学校種でも人件費であり、幼稚園

％、小学校 ％、中学校 ％、高等学校 ％であった。

④ 貸借対照表における小中高校法人一法人当たりの繰越収支差額は、前年度と比べ

億 万円減少し、約マイナス 億 千万円であった。また、幼稚園法人一法人当

たりの繰越収支差額は、約 万円減少し、約 万円であった。
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＜＜図図３３――５５＞＞事事業業活活動動収収支支のの科科目目別別、、学学校校種種別別構構成成比比のの年年度度別別推推移移

【収入】

56.0 55.9 

52.9 
53.4 

53.0 53.0 53.2

61.8 61.9 
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63.0 63.1 63.2 63.0 63.4 64.2 64
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収 入（１）学生生徒等納付金

高 中 小 幼
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2.4 2.2 

2.3 
2.0 

2.0 
2.4

2.8 
3.2 3.2 

3.7 
3.1 

2.9 3

6.4 6.6 
6.2 

7.0 

6.3 

5.5 5.7

1.8 1.8 1.7 

2.6 

3.2 

1.3 
1.2

0.0
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4.0
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8.0

平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３

構成比（％）

収 入（２）寄 付 金

高 中 小 幼

34.3 34.7 

37.8 38.3 38.8 
37.3 

38.2

28.3 28.5 
27.8 28.2 28.2 28.1 28.1

21.3 21.8 22.1 21.8 22.1 
22.8 

21.7

28.8 
29.6 

30.6 30.2 
31.2 

32.4 
33.8

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３

構成比（％）

収 入（３）補 助 金

高 中 小 幼
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7.7 7.0 

7.2 
6.0 

6.2 

7.8 

6.2

7.1 
6.3 

8.4 

6.0 
6.7 

7.4 
6.2

9.3 
8.4 8.5 8.2 8.2 

7.5 

8.7

16.8 

15.9 15.5 15.6 
15.0 

13.6 

15.2

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３

構成比（％）

収 入（４）そ の 他

高 中 小 幼

【支出】

66.2 
65.7 65.8 65.9 65.8 

66.2 

65.2
63.7 

63.2 63.2 
62.8 

63.4 63.6 
62.9

63.0 
63.1 

63.1 

62.2 62.4 

63.5 63.5

65.1 65.4 65.3 65.6 

66.2 

67.6 
66.9

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３

構成比（％）

支 出（１）人 件 費

高 中 小 幼

27.3 27.2 27.5 
27.9 28.0 

27.4 
27.6

28.8 
29.3 

28.9 

29.9 
29.4 29.4 29.6

30.7 
30.2 30.4 

31.0 31.4 30.6 30.7

20.9 20.8 20.7 20.6 20.2 
19.5 19.7

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３

構成比（％）

支 出（２）教育研究経費

高 中 小 幼
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＜＜図図３３――５５＞＞事事業業活活動動収収支支のの科科目目別別、、学学校校種種別別構構成成比比のの年年度度別別推推移移
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＜＜表表３３－－４４＞＞令令和和 年年度度 事事業業活活動動収収支支内内訳訳表表（（一一校校・・園園当当たたりりのの平平均均））

単位：千円、％

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

学生生徒等納付金

寄付金

①経常費等補助金

その他

人件費

教育研究経費

管理経費

徴収不能等

－ － － －

－ － － －

－ － － －

②施設設備補助金
　（内数）

　施設設備寄付金及び

　現物寄付（内数）

－ － － －

－ － － －

△ 81,233 － △ 45,918 － △ 21,924 － △ 13,633 －

△ 62,055 － △ 3,416 － － △ 1,823 －

校 校 校 園

科目
高等学校(全日制) 中 学 校 小 学 校 幼稚園(学法)

G＝(A＋D)
　 経常収入

B
　教育活動支出

教
育
活
動
収
支

A
　教育活動収入

C＝A－B
　教育活動収支差額

教

育

活

動

外

収

支

D
　教育活動外収入

E
　教育活動外支出

F＝D－E
　教育活動外収支差額

H＝(B＋E)
　 経常支出

I＝G－H
　 経常収支差額

特
別
収
支

J
　特別収入計

K
　特別支出計

L＝J－K
　特別収支差額

％ ％

M＝I＋L 基本金組入前

　　　 当年度収支差額

N
　基本金組入額合計

O＝M＋N
　当年度収支差額

P＝G＋J
　事業活動収入計

Q＝H＋K
　事業活動支出計

M／P＊100

％
　補助金比率

学 校 数

％
 事業活動収支差額比率

①＋②／P
％ ％ ％

％
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＜＜表表３３－－５５＞＞令令和和 年年度度 事事業業活活動動収収支支内内訳訳表表（（一一生生徒徒・・児児童童・・園園児児当当たたりりのの平平均均））

単位：円、％

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

学生生徒等納付金

寄付金

①経常費等補助金

その他

人件費

教育研究経費

管理経費

徴収不能等

－ － － －

－ － － －

－ － － －

②施設設備補助金
　（内数）

　施設設備寄付金及び

　現物寄付（内数）

－ － － －

－ － － －

△ 110,045 － △ 107,080 － △ 47,089 － △ 76,207 －

△ 84,064 － △ 7,965 － － △ 10,189 －

％
　補助金比率

生　徒　数

％
 事業活動収支差額比率

①＋②／P
％ ％ ％

％ ％ ％

N
　基本金組入額合計

O＝M＋N
　当年度収支差額

P＝G＋J
　事業活動収入計

Q＝H＋K
　事業活動支出計

M／P＊100

高等学校(全日制) 中 学 校 小 学 校 幼稚園(学法)

M＝I＋L 基本金組入前

　　　 当年度収支差額

教

育

活

動

外

収

支

D
　教育活動外収入

E
　教育活動外支出

F＝D－E
　教育活動外収支差額

G＝(A＋D)
　 経常収入

H＝(B＋E)
　 経常支出

I＝G－H
　 経常収支差額

特
別
収
支

J
　特別収入計

K
　特別支出計

L＝J－K
　特別収支差額

教
育
活
動
収
支

A
　教育活動収入

B
　教育活動支出

C＝A－B
　教育活動収支差額

科目
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＜＜表表３３－－４４＞＞令令和和 年年度度 事事業業活活動動収収支支内内訳訳表表（（一一校校・・園園当当たたりりのの平平均均））

単位：千円、％

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

学生生徒等納付金

寄付金

①経常費等補助金

その他

人件費

教育研究経費

管理経費

徴収不能等

－ － － －

－ － － －

－ － － －

②施設設備補助金
　（内数）

　施設設備寄付金及び

　現物寄付（内数）

－ － － －

－ － － －

△ 81,233 － △ 45,918 － △ 21,924 － △ 13,633 －

△ 62,055 － △ 3,416 － － △ 1,823 －

校 校 校 園

科目
高等学校(全日制) 中 学 校 小 学 校 幼稚園(学法)

G＝(A＋D)
　 経常収入

B
　教育活動支出

教
育
活
動
収
支

A
　教育活動収入

C＝A－B
　教育活動収支差額

教

育

活

動

外

収

支

D
　教育活動外収入

E
　教育活動外支出

F＝D－E
　教育活動外収支差額

H＝(B＋E)
　 経常支出

I＝G－H
　 経常収支差額

特
別
収
支

J
　特別収入計

K
　特別支出計

L＝J－K
　特別収支差額

％ ％

M＝I＋L 基本金組入前

　　　 当年度収支差額

N
　基本金組入額合計

O＝M＋N
　当年度収支差額

P＝G＋J
　事業活動収入計

Q＝H＋K
　事業活動支出計

M／P＊100

％
　補助金比率

学 校 数

％
 事業活動収支差額比率

①＋②／P
％ ％ ％

％
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＜＜表表 －－６６＞＞令令和和 年年度度 貸貸借借対対照照表表（（幼幼稚稚園園法法人人一一法法人人当当たたりり）） （単位：千円、％）

資産の部

金額 構成比 金額 構成比

固定資産 △ 22,815 △ 2.6

 有形固定資産 △ 26,669 △ 3.5

 特定資産

 その他の固定資産

流動資産

　現金・預金 △ 4,521 △ 2.0

　その他

合     計 △ 20,477 △ 1.8

負債及び純資産の部

金額 構成比 金額 構成比

負債の部 △ 3,136 △ 3.8

　固定負債 △ 2,605 △ 4.9

　流動負債 △ 531 △ 1.8

純資産の部 △ 17,340 △ 1.7

　基本金 △ 7,895 △ 0.8

　繰越収支差額 △ 9,446 △ 14.9

負債及び純資産の部 △ 20,477 △ 1.8

（対象学校法人数）　   328法人

２年度
増減 伸び率科　目

３年度

３年度 ２年度
増減 伸び率科　目

＜＜表表 －－７７＞＞令令和和 年年度度 貸貸借借対対照照表表（（小小中中高高校校法法人人一一法法人人当当たたりり）） （単位：千円、％）

資産の部

金額 構成比 金額 構成比

固定資産

 有形固定資産

 特定資産 △ 4,336 △ 0.2

 その他の固定資産 △ 11,590 △ 3.4

流動資産

　現金・預金

　その他

合     計

負債及び純資産の部

金額 構成比 金額 構成比

負債の部

　固定負債

　流動負債

純資産の部

　基本金

　繰越収支差額 △ 759,719 △ 8.2 △ 654,162 △ 7.2 △ 105,557 △ 16.1

負債及び純資産の部

　  高等学校法人　　　 １１３

　  中学校法人　　　　 　　３

    小学校法人　　 　　　　２

注1）各資料の平均額等は、各々の科目ごとに単位未満を四捨五入した。 そのため、合計（小計）と

　　 内訳とが一致しない場合がある。

注2）各資料の構成比率は、各々の科目ごとに小数点第二位を四捨五入した。そのため、合計（小計）

　　 と内訳とが一致しない場合がある。

科　目
３年度 ２年度

増減 伸び率

３年度 ２年度
伸び率科　目 増減
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３３ 最最近近のの私私学学のの動動向向

小小・・中中・・高高等等学学校校

アア 都都内内私私立立小小・・中中・・高高等等学学校校数数及及びび生生徒徒数数のの動動きき

学校数について、小学校は昭和 年度との比較では、ほぼ同数で推移しているが、中学・

高等学校は、わずかずつではあるが減少している。

生徒数の動きをみると、高等学校（全日制・定時制）は著しく変動しており、昭和 年

度の 人をピークに 年度にかけて ％と大幅に減少し、その後は緩やかに増

加したが、平成元年度を境に再び減少に転じ、 年度以降は横ばいで推移して、令和４年

度には 人となった。小学校については 年度から、中学校については 年度か

ら、わずかに増えていたが、 年度に減少に転じた。令和４年度の小・中学校の生徒数は、

昭和 年度と比較して、それぞれ ％、 ％の増加となっている（図３－６）。

＜＜図図３３－－６６＞＞都都内内私私立立小小・・中中・・高高等等学学校校生生徒徒数数のの推推移移

注）出典は、学校基本調査による。 （各年度５月１日現在）

＜＜表表３３－－８８＞＞校校種種別別生生徒徒・・児児童童数数のの推推移移 （単位：年度、人）

昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 平成元 平成 平成 平成 平成 令和元 令和４

万人

年度）
高校生徒数 中学校生徒数 小学校児童数

生徒数

昭和３４ ４０ ４６ ５２ ５８ 平成元

高 等 学 校

中 学 校

小 学 校

平成７ １３ １９ ２５ 令和元

高 等 学 校

中 学 校

小 学 校

注1）高校の生徒数は本科生のみ       （各年度５月１日現在）

注2) 出典は、「学校基本調査」による。
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＜＜表表 －－６６＞＞令令和和 年年度度 貸貸借借対対照照表表（（幼幼稚稚園園法法人人一一法法人人当当たたりり）） （単位：千円、％）

資産の部

金額 構成比 金額 構成比

固定資産 △ 22,815 △ 2.6

 有形固定資産 △ 26,669 △ 3.5

 特定資産

 その他の固定資産

流動資産

　現金・預金 △ 4,521 △ 2.0

　その他

合     計 △ 20,477 △ 1.8

負債及び純資産の部

金額 構成比 金額 構成比

負債の部 △ 3,136 △ 3.8

　固定負債 △ 2,605 △ 4.9

　流動負債 △ 531 △ 1.8

純資産の部 △ 17,340 △ 1.7

　基本金 △ 7,895 △ 0.8

　繰越収支差額 △ 9,446 △ 14.9

負債及び純資産の部 △ 20,477 △ 1.8

（対象学校法人数）　   328法人

２年度
増減 伸び率科　目

３年度

３年度 ２年度
増減 伸び率科　目

＜＜表表 －－７７＞＞令令和和 年年度度 貸貸借借対対照照表表（（小小中中高高校校法法人人一一法法人人当当たたりり）） （単位：千円、％）

資産の部

金額 構成比 金額 構成比

固定資産

 有形固定資産

 特定資産 △ 4,336 △ 0.2

 その他の固定資産 △ 11,590 △ 3.4

流動資産

　現金・預金

　その他

合     計

負債及び純資産の部

金額 構成比 金額 構成比

負債の部

　固定負債

　流動負債

純資産の部

　基本金

　繰越収支差額 △ 759,719 △ 8.2 △ 654,162 △ 7.2 △ 105,557 △ 16.1

負債及び純資産の部

　  高等学校法人　　　 １１３

　  中学校法人　　　　 　　３

    小学校法人　　 　　　　２

注1）各資料の平均額等は、各々の科目ごとに単位未満を四捨五入した。 そのため、合計（小計）と

　　 内訳とが一致しない場合がある。

注2）各資料の構成比率は、各々の科目ごとに小数点第二位を四捨五入した。そのため、合計（小計）

　　 と内訳とが一致しない場合がある。

科　目
３年度 ２年度

増減 伸び率

３年度 ２年度
伸び率科　目 増減
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イイ 当当面面すするる状状況況

①① 公公立立中中学学校校卒卒業業者者のの就就学学対対策策等等

都内の公立中学校卒業者数は、昭和 年度の約 万７千人をピークに減少傾向が続

いた後、平成２３年度からほぼ横ばいに推移し、令和４年度は約７万７千人となってい

る。また、令和４年度の都内私立高等学校への進学者数は、約２万６千人となった。（図

３－７、表３－９）

＜＜図図３３－－７７＞＞都都内内公公立立中中学学校校卒卒業業者者のの就就学学状状況況

 注）出典は、公私連絡協議会の資料による。 

都においては、都内の公・私立高等学校における教育上の問題点について協議し、相

互の連絡調整を図り、高等学校教育の総合的運営とその円滑な発展のため、「東京都と

一般財団法人東京私立中学高等学校協会との連絡協議会（略称：公私連絡協議会）」を昭

和 年度に設置し、中学校卒業者の高等学校への円滑な進学を図るよう、毎年度、公私

一体となって協議を行ってきた。

この協議会の役割は、継続的かつ安定的な就学計画を策定し、一人でも多くの生徒を

高校教育に受け入れていくため、重要なものとなっている。

令和４年９月の公私連絡協議会において、令和５年度の就学対策として、令和元年９

月に合意された「第五次中期計画」に基づく計画進学率を ％から ％に変更し、公私

立高等学校の受入分担（都立 人、私立 人）について、公私間で合意した。

また、その中で公私が協調し、実績進学率を向上させていくこと等を確認している。

さらに、私立学校においても、社会経済の変化に的確に対応するため、自らが経営の

健全化を高め、活力に満ちた個性的で魅力ある学校づくりを進めていくことが求められ

ている。

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元令和２令和３令和４

卒業者数

万人

（年度）

都内私立高校進学者 都立高校進学者 国立・他県高校進学者 その他データは、下から
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②② 中中高高一一貫貫教教育育のの進進行行

私立高等学校の令和４年度入学者のうち、併設中学校からの進学者は約４割を占めて

おり、中高一貫教育は私学の特色の一つであることがうかがわれる。

＜＜図図３３－－８８＞＞私私立立高高等等学学校校のの都都内内公公立立中中学学卒卒業業者者のの受受入入状状況況

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和２ 令和４（年度）

都内公立中学卒業者 都外生等 併設中学入学者データは、下から

注）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。

③③ いいじじめめ防防止止対対策策推推進進条条例例のの施施行行

平成 年９月 日「いじめ防止対策推進法」が施行された。

都においては、法の趣旨を踏まえ、「東京都いじめ防止対策推進条例」が、平成 年

７月２日に公布、施行された（第 ･ ･ 条は同年８月１日施行）。本条例は、いじめ

の防止等のための対策について、基本理念を定め、都及び学校等の責務を明らかにする

とともに、都の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のため

の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としており、

○ 都の基本方針の策定

○ いじめ問題対策連絡協議会の設置

○ 重大事態を再調査するための知事の附属機関の設置

等が規定されている。

また、本条例に基づき策定された「東京都いじめ防止対策推進基本方針」（平成 年

７月 日決定）では、いじめ問題への基本的な考え方、学校における取組、都における

取組等が示されている。

都は、本方針に基づき、学校として取り組むべき「学校いじめ防止基本方針」の策定

やいじめの防止等の対策組織の設置などについて、説明会を実施するなどにより周知を

行った。

平成 年 月には、都内全ての私立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（幼

稚部を除く。）が基本方針を策定し、対策組織を設置している。
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都内の公立中学校卒業者数は、昭和 年度の約 万７千人をピークに減少傾向が続
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＜＜図図３３－－７７＞＞都都内内公公立立中中学学校校卒卒業業者者のの就就学学状状況況
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都においては、都内の公・私立高等学校における教育上の問題点について協議し、相

互の連絡調整を図り、高等学校教育の総合的運営とその円滑な発展のため、「東京都と

一般財団法人東京私立中学高等学校協会との連絡協議会（略称：公私連絡協議会）」を昭

和 年度に設置し、中学校卒業者の高等学校への円滑な進学を図るよう、毎年度、公私

一体となって協議を行ってきた。

この協議会の役割は、継続的かつ安定的な就学計画を策定し、一人でも多くの生徒を

高校教育に受け入れていくため、重要なものとなっている。

令和４年９月の公私連絡協議会において、令和５年度の就学対策として、令和元年９

月に合意された「第五次中期計画」に基づく計画進学率を ％から ％に変更し、公私

立高等学校の受入分担（都立 人、私立 人）について、公私間で合意した。

また、その中で公私が協調し、実績進学率を向上させていくこと等を確認している。

さらに、私立学校においても、社会経済の変化に的確に対応するため、自らが経営の

健全化を高め、活力に満ちた個性的で魅力ある学校づくりを進めていくことが求められ

ている。

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元令和２令和３令和４

卒業者数

万人
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都内私立高校進学者 都立高校進学者 国立・他県高校進学者 その他データは、下から
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＜＜表表３３－－９９＞＞高高校校のの就就学学計計画画とと実実績績（（公公立立中中学学校校卒卒業業者者））

1校 1校 4校 1校

既設校

達成率

令和元

―　

―　

―　

既設校

―　

―　

達成率 ―　

―　

―　

        　　      年度
 区分

 都内公立中学校
 卒業者　  〈Ａ〉

 計画進学率 (%)
    　   　〈Ｂ〉

 進    学    者
    (A×B)=〈Ｃ〉

 都内私立高校
       〈Ｅ〉

        　　      年度
 区分

就

学

計

画

都
立
高
校

新設校
※臨時分

校を含む

計
　〈Ｄ〉

 国立・他県高校
 ・高等専門学校

〈Ｆ〉

合      計
(D+E+F)=〈G〉

 進    学    者
    (A×B)=〈Ｃ〉

就

学

計

画

都
立
高
校

合      計
(D+E+F)=〈Ｇ〉

 都内私立高校
       〈Ｅ〉

 都内公立中学校
 卒業者　  〈Ａ〉

 計画進学率 (%)
    　   　〈Ｂ〉

新設校
※臨時分

校を含む

計
　〈Ｄ〉

注2)　出典は、公私連絡協議会資料による。

 国立・他県高校
 ・高等専門学校

〈Ｆ〉

注1)　（　　）内は実績

　　　平成26年度までについては、公立中高一貫教育校の前期課程修了者を含める。

　　　平成26年度までについては、国立・他県高校・高等専門学校の欄に、都立高等専門学校への進学者を含めない。
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＜＜表表３３－－９９＞＞高高校校のの就就学学計計画画とと実実績績（（公公立立中中学学校校卒卒業業者者））

1校 1校 4校 1校

既設校

達成率

令和元

―　

―　

―　

既設校

―　

―　

達成率 ―　

―　

―　

        　　      年度
 区分

 都内公立中学校
 卒業者　  〈Ａ〉

 計画進学率 (%)
    　   　〈Ｂ〉

 進    学    者
    (A×B)=〈Ｃ〉

 都内私立高校
       〈Ｅ〉

        　　      年度
 区分

就

学

計

画

都
立
高
校

新設校
※臨時分

校を含む

計
　〈Ｄ〉

 国立・他県高校
 ・高等専門学校

〈Ｆ〉

合      計
(D+E+F)=〈G〉

 進    学    者
    (A×B)=〈Ｃ〉

就

学

計

画

都
立
高
校

合      計
(D+E+F)=〈Ｇ〉

 都内私立高校
       〈Ｅ〉

 都内公立中学校
 卒業者　  〈Ａ〉

 計画進学率 (%)
    　   　〈Ｂ〉

新設校
※臨時分

校を含む

計
　〈Ｄ〉

注2)　出典は、公私連絡協議会資料による。

 国立・他県高校
 ・高等専門学校

〈Ｆ〉

注1)　（　　）内は実績

　　　平成26年度までについては、公立中高一貫教育校の前期課程修了者を含める。

　　　平成26年度までについては、国立・他県高校・高等専門学校の欄に、都立高等専門学校への進学者を含めない。
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＜＜表表３３－－ ＞＞都都内内私私立立中中学学校校・・高高等等学学校校入入試試状状況況のの推推移移

１ 中学校入学状況

平成25

元

募集人員
（人）

応募人員
（人）

合格者数
（人）

辞退者数
（人）

公募入学者数
（人）

併設校入学者数
（人）

入学者合計
（人）

実質倍率
（倍）

学校数
（校）

年度

注 ）学校数に募集停止校は含まない （各年度５月１日現在）

注 ）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。

２ 高等学校（全日制）入学状況

元

併設校入学者数
（人）

年度

学校数
（校）

入学者合計
（人）

合格者数
（人）

辞退者数
（人）

公募入学者数
（人）

内訳都内生数
（人）

募集人員
（人）

応募人員
（人）

注 ）学校数に募集停止校は含まない （各年度５月１日現在）

注 ）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。

３ 高等学校（全日制）競争率

推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次

実質倍率 1.11倍 1.38倍 1.10倍 1.36倍 1.11倍 1.38倍 1.12倍 1.38倍 1.12倍 1.37倍

推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次

実質倍率 1.12倍 1.39倍 1.14倍 1.43倍 1.15倍 1.43倍 1.14倍 1.39倍 1.12倍 1.43倍

27年度

30年度 元年度 2年度

区　分

区　分

29年度

4年度

28年度

3年度

平成25年度 26年度

注１）実質倍率：応募者数／合格者

注２）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。
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＜図３― ＞３～５才の都内私立幼稚園園児数

幼稚園

ア 都内私立幼稚園数及び園児数の動き

私立幼稚園数は、昭和 年度の 園をピークに減少を続け、令和４年度には 園

と、約 年間で 園減少している。

園児数も、少子化を反映して、総じて減少傾向にあると言えるが、平成 年度から

年度までは増加している。平成 年度以降は再び減少に転じたが、 年度及び 年度は

増加した。平成 年度以降は減少しており、令和４年度は 人 同３年度

人 となり、昭和 年度のピーク時の園児数 人の ％となっている。

＜図３― ＞都内幼稚園児数及び私立幼稚園数の推移
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注）出典は、学校基本調査による。 （各年度５月１日現在）

３～５才の都内幼児数は、平成 年度比で 人、割合にして ％増加し、私立幼稚

園児数は、 人、 ％の減となっている。内訳は３才児 人減、４才児

人減、５才児 人減となっている｡

国公立を含む園児数全体に対する私立幼

稚園児の割合は、平成 年度の ％が令

和４年度でも ％と毎年、ほぼ同じ割合

で推移している。

令和４年度の３～５才の幼児数（幼稚園

及び保育所等の幼児数）は、 人と

なっており、私立幼稚園への就園率は、

％である。

 

注）出典は、学校基本調査による。（各年度５月１日現在）
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＜＜表表３３－－ ＞＞都都内内私私立立中中学学校校・・高高等等学学校校入入試試状状況況のの推推移移

１ 中学校入学状況

平成25

元

募集人員
（人）

応募人員
（人）

合格者数
（人）

辞退者数
（人）

公募入学者数
（人）

併設校入学者数
（人）

入学者合計
（人）

実質倍率
（倍）

学校数
（校）

年度

注 ）学校数に募集停止校は含まない （各年度５月１日現在）

注 ）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。

２ 高等学校（全日制）入学状況

元

併設校入学者数
（人）

年度

学校数
（校）

入学者合計
（人）

合格者数
（人）

辞退者数
（人）

公募入学者数
（人）

内訳都内生数
（人）

募集人員
（人）

応募人員
（人）

注 ）学校数に募集停止校は含まない （各年度５月１日現在）

注 ）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。

３ 高等学校（全日制）競争率

推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次

実質倍率 1.11倍 1.38倍 1.10倍 1.36倍 1.11倍 1.38倍 1.12倍 1.38倍 1.12倍 1.37倍

推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次 推薦 一般1次

実質倍率 1.12倍 1.39倍 1.14倍 1.43倍 1.15倍 1.43倍 1.14倍 1.39倍 1.12倍 1.43倍

27年度

30年度 元年度 2年度

区　分

区　分

29年度

4年度

28年度

3年度

平成25年度 26年度

注１）実質倍率：応募者数／合格者

注２）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。
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＜＜表表３３－－ ＞＞都都内内幼幼稚稚園園のの園園数数、、幼幼児児数数のの推推移移

注１）出典は、学校基本調査による。 （各年度５月１日現在）

注２）かっこ内は休園数で内数。１園当たり園児数は、活動園の園児数

昭和 年度の幼稚園数及び在園児数の計は、国立幼稚園を含まない。

【参考】

平成 年度から、私立学校法上の学校に幼保連携型認定こども園が新たに加わった。当

該園についての園数及び園児数は、以下のとおりである。

注１）出典は、学校基本調査による。 （令和４年５月１日現在）

注２）かっこ内は休園数で内数。１園当たり園児数は、活動園の園児数

構成比 ０才児 １才児 ２才児 ３才児 ４才児 ５才児

令和４

区分

幼保連携型認定こども園数
（公私立） 在園児数（公私立）

計
うち私立幼保連携
型認定こども園数

計
うち私立幼保連
携型認定こども

園児数

１園当たり
園児数

構成比 ３才児 ４才児 ５才児

昭和49

平成元

令和元

区分

幼稚園数（国公私立） 在園児数（国公私立）
幼児数

（３～５才）
計

うち私立

幼稚園数
計

うち私立幼

稚園児数

１園当たり

園児数
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イイ 幼幼稚稚園園をを取取りり巻巻くく社社会会環環境境のの変変化化

出生数は減少傾向が続き、全国の令和４年の出生数は、 万人を下回る見通しとなって

いる。都においても、令和３年の出生数は 万 人となった。合計特殊出生率も減少

傾向が続き、令和３年の全国の合計特殊出生率は となり、都においては、 と全

国最低となっている。

また、かねてより社会問題となっている待機児童については、保育施設の整備等が進み、

令和４年度４月１日時点で 人となった。

一方、国において、平成 年から幼児期の学校教育・保育、地域の子供・子育て支援を

総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が、令和元年からは、全ての子供に質の

高い幼児教育の機会を保障する幼児教育無償化が実施され、加えて、令和２年には、保育

の受け皿整備等を進めるための「新子育て安心プラン」が策定された。また、令和５年４

月には、文部科学省と密接に連携し、こども政策を更に強力に進めていくための新たな行

政組織として、こども家庭庁が創設される。

このような社会環境の変化の中、私立幼稚園においては、建学の精神に基づく特色のあ

る教育を実施し、その水準を更に向上させると共に、地域の実態や保護者の要請に応じて、

通常の教育時間の前後や長期休業中などに預かり保育を実施したり、また、子育て支援の

ために、地域の人々に施設や機能を開放して幼児教育の相談に応じるなど、地域の幼児教

育センター的な役割を果たすことが求められており、私立幼稚園に対する期待は、今まで

以上に大きなものになってきている。

＜＜図図３３－－ ＞＞都都内内私私立立幼幼稚稚園園ににおおけけるる預預かかりり保保育育のの実実施施園園数数のの推推移移

平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４（年度）

活動園数 実施園数 実施率

幼稚園数 実施率

注）出典は、生活文化スポーツ局私学部調査による。 各年度５月１日現在
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＜＜表表３３－－ ＞＞都都内内幼幼稚稚園園のの園園数数、、幼幼児児数数のの推推移移

注１）出典は、学校基本調査による。 （各年度５月１日現在）

注２）かっこ内は休園数で内数。１園当たり園児数は、活動園の園児数

昭和 年度の幼稚園数及び在園児数の計は、国立幼稚園を含まない。

【参考】

平成 年度から、私立学校法上の学校に幼保連携型認定こども園が新たに加わった。当

該園についての園数及び園児数は、以下のとおりである。

注１）出典は、学校基本調査による。 （令和４年５月１日現在）

注２）かっこ内は休園数で内数。１園当たり園児数は、活動園の園児数

構成比 ０才児 １才児 ２才児 ３才児 ４才児 ５才児

令和４

区分

幼保連携型認定こども園数
（公私立） 在園児数（公私立）

計
うち私立幼保連携
型認定こども園数

計
うち私立幼保連
携型認定こども

園児数

１園当たり
園児数

構成比 ３才児 ４才児 ５才児

昭和49

平成元

令和元

区分

幼稚園数（国公私立） 在園児数（国公私立）
幼児数

（３～５才）
計

うち私立

幼稚園数
計

うち私立幼

稚園児数

１園当たり

園児数
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学校法人立

％

宗教法人立

％

個人立

％

その他

％

全幼稚園数８０６園

１４４園
２園

５３２園

１２８園

ウウ 私私立立幼幼稚稚園園のの学学校校法法人人化化のの促促進進

都内の私立幼稚園は、幼児数が昭和 年か

らのほぼ 年間で半減するという、幼稚園経

営にとって困難な環境にありながら、今なお全

園児の９割以上に対する教育を担い、都の幼児

教育を支えている。

今後も、都における幼児教育の多くは私立幼

稚園に依存することとなる。

しかしながら、都内私立幼稚園の約 が個

人立又は宗教法人立等であり、また、幼児減少

により、その財政基盤はぜい弱となっている。

幼児教育の重要性と学校教育の公共性確保の

観点からも、安定した経営基盤に培われた永続の見込める学校法人立幼稚園への変更が課

題となっている。

国においては、学校法人に対する公費助成の道を開くよう、私立学校法を改正し（昭和

年８月 日施行）、私立学校振興助成法を制定（昭和 年４月１日施行）した。

また、都においては、学校法人立以外の幼稚園の設置者に対しても、地方自治法第

条の２に基づく私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱により、公費助成を行っている。

なお、国においては、既設の私立幼稚園の学校法人化を促進するため、各都道府県あて

「幼稚園を設置する学校法人の認可基準等について（昭和 年 月 日文部省通知）」

により認可基準の緩和を行った。

都においても、この方向を踏まえ、以下のような施策を実施してきた。

① 学校法人化志向幼稚園に対する助成

都は、昭和 年度から、学校法人以外の者によって設置されている私立幼稚園の健

全な発展を図るため、学校法人化に向けて努力していると認められる幼稚園（学校法

人化志向幼稚園）に対し、公費による助成措置を講じている。令和４年度までに認定

した学校法人化志向幼稚園は 園であり、そのうち 園が令和４年 月１日まで

に学校法人化されている（表３－ 参照）。

② 学校法人化認可取扱規定の制定

都は、学校法人化の促進のため、昭和 年度に「既設幼稚園の学校法人化認可取扱

内規」（昭和 年１月１日施行）を制定した。その後、より一層の学校法人化促進の

ため、昭和 年度に「東京都既設幼稚園の学校法人化認可取扱特例内規」（昭和 年

１月１日施行、平成２年３月 日失効）を定め、また、平成２年度からは「東京都既

設幼稚園の学校法人化認可取扱内規」（平成２年４月１日施行）を定め実施している。

注）令和４年５月１日現在の学校基本調査による。

＜＜図図３３－－ ＞＞都都内内私私立立幼幼稚稚園園ににおおけけるる設設置置者者別別園園数数
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これらの結果、東京都における学校法人立幼稚園は、昭和 年度の 園から令和

４年度では、 園へと 園増加し、都内私立幼稚園数に占める学校法人立の構成

比は ％から ％へと上昇した（図３－ 参照）。

しかし、他道府県と比べ、東京都の法人化率は依然として低い状況にある（表３－14）。 

＜＜図図３３－－ ＞＞都都内内私私立立幼幼稚稚園園ににおおけけるる学学校校法法人人立立幼幼稚稚園園数数のの推推移移

注）出典は、学校基本調査による。 （各年度５月１日現在）
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ウウ 私私立立幼幼稚稚園園のの学学校校法法人人化化のの促促進進

都内の私立幼稚園は、幼児数が昭和 年か

らのほぼ 年間で半減するという、幼稚園経

営にとって困難な環境にありながら、今なお全

園児の９割以上に対する教育を担い、都の幼児

教育を支えている。

今後も、都における幼児教育の多くは私立幼

稚園に依存することとなる。

しかしながら、都内私立幼稚園の約 が個

人立又は宗教法人立等であり、また、幼児減少

により、その財政基盤はぜい弱となっている。

幼児教育の重要性と学校教育の公共性確保の

観点からも、安定した経営基盤に培われた永続の見込める学校法人立幼稚園への変更が課

題となっている。

国においては、学校法人に対する公費助成の道を開くよう、私立学校法を改正し（昭和

年８月 日施行）、私立学校振興助成法を制定（昭和 年４月１日施行）した。

また、都においては、学校法人立以外の幼稚園の設置者に対しても、地方自治法第

条の２に基づく私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱により、公費助成を行っている。

なお、国においては、既設の私立幼稚園の学校法人化を促進するため、各都道府県あて

「幼稚園を設置する学校法人の認可基準等について（昭和 年 月 日文部省通知）」

により認可基準の緩和を行った。

都においても、この方向を踏まえ、以下のような施策を実施してきた。

① 学校法人化志向幼稚園に対する助成

都は、昭和 年度から、学校法人以外の者によって設置されている私立幼稚園の健

全な発展を図るため、学校法人化に向けて努力していると認められる幼稚園（学校法

人化志向幼稚園）に対し、公費による助成措置を講じている。令和４年度までに認定

した学校法人化志向幼稚園は 園であり、そのうち 園が令和４年 月１日まで

に学校法人化されている（表３－ 参照）。

② 学校法人化認可取扱規定の制定

都は、学校法人化の促進のため、昭和 年度に「既設幼稚園の学校法人化認可取扱

内規」（昭和 年１月１日施行）を制定した。その後、より一層の学校法人化促進の

ため、昭和 年度に「東京都既設幼稚園の学校法人化認可取扱特例内規」（昭和 年

１月１日施行、平成２年３月 日失効）を定め、また、平成２年度からは「東京都既

設幼稚園の学校法人化認可取扱内規」（平成２年４月１日施行）を定め実施している。

注）令和４年５月１日現在の学校基本調査による。

＜＜図図３３－－ ＞＞都都内内私私立立幼幼稚稚園園ににおおけけるる設設置置者者別別園園数数
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＜＜表表３３―― ＞＞志志向向園園のの法法人人化化状状況況

元 元 計

元

　 　

　

元

計

未法
人化
園

合計

認定
初年度

認定園
（新規
分）

辞
退
園

志向園外
法人化数

新 設 数

法　　人　　化　　園　　数

（令和４年 月１日現在）

注1）志向園外法人化数・・志向園の認定を受けずに個人園等から学校法人化した園数

　　 新設数・・・・・・・学校法人立幼稚園の新設園数

注2）未法人化園・・・区部４園（杉並区１園・大田区２園・渋谷区１区）
市部３園（東大和市１園・羽村市１園・瑞穂町１園）

注3）志向園の認定について、施設型給付を受けている幼稚園は対象としない。
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＜＜表表３３―― ＞＞東東京京都都内内私私立立幼幼稚稚園園設設置置者者別別園園数数及及びび在在園園児児数数のの推推移移

園　数 園児数 園　数 園児数 園　数 園児数 園　数 園児数 園　数 園児数

年度 園 人 園 人 園 人 園 人 園 人

平成

元

注)出典は、学校基本調査による。 　　（各年度５月１日現在）

計
内　　　　　　訳

学校法人立 個人立 宗教法人立 財団法人立等
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＜＜表表３３―― ＞＞志志向向園園のの法法人人化化状状況況

元 元 計

元

　 　

　

元

計

未法
人化
園

合計

認定
初年度

認定園
（新規
分）

辞
退
園

志向園外
法人化数

新 設 数

法　　人　　化　　園　　数

（令和４年 月１日現在）

注1）志向園外法人化数・・志向園の認定を受けずに個人園等から学校法人化した園数

　　 新設数・・・・・・・学校法人立幼稚園の新設園数

注2）未法人化園・・・区部４園（杉並区１園・大田区２園・渋谷区１区）
市部３園（東大和市１園・羽村市１園・瑞穂町１園）

注3）志向園の認定について、施設型給付を受けている幼稚園は対象としない。
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＜＜表表３３―― ＞＞主主なな都都道道府府県県のの私私立立幼幼稚稚園園にに係係るる法法人人化化状状況況

園 園 園 % 園 % 園 %

347 41 306 88.2 305 99.7 1 0.3

茨城県 206 92 114 55.3 114 100.0 0 0.0

栃木県 74 2 72 97.3 69 95.8 3 4.2

群馬県 114 60 54 47.4 50 92.6 4 7.4

埼玉県 503 42 461 91.7 441 95.7 20 4.3

千葉県 459 75 384 83.7 370 96.4 14 3.6

東京都 969 163 806 83.2 532 66.0 274 34.0

神奈川県 616 36 580 94.2 482 83.1 98 16.9

新潟県 70 24 46 65.7 46 100.0 0 0.0

山梨県 55 3 52 94.5 49 94.2 3 5.8

長野県 91 8 83 91.2 82 98.8 1 1.2

静岡県 340 180 160 47.1 159 99.4 1 0.6

愛知県 399 54 345 86.5 338 98.0 7 2.0

京都府 194 47 147 75.8 141 95.9 6 4.1

大阪府 535 205 330 61.7 314 95.2 16 4.8

兵庫県 446 262 184 41.3 172 93.5 12 6.5

広島県 213 70 143 67.1 140 97.9 3 2.1

福岡県 415 28 387 93.3 346 89.4 41 10.6

全国合計 9,111 2,959 6,152 67.5 5,582 90.7 570 9.3
注)出典は、学校基本調査による。 (令和４年５月１日現在）

学校法人立 個人立等

北海道

私立計
私 立 内 訳

総 数 国公立
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専専修修学学校校

アア 専専修修学学校校制制度度創創設設のの経経緯緯

学校教育法の改正により、昭和 年に専修学校制度が創設されるまでは、わが国の学校

制度には、学校教育法第１条に規定する学校のほか、同法第 条（現在：第 条）に規

定する各種学校があった。各種学校については、「学校教育に類する教育を行うもの」と規

定されるのみで、積極的な意義・目的や入学資格等の定めがなく、学校の規模や教育の水

準において、学校間でかなりの差異があった。

これを改善し、一定の規模・水準を有する組織的な教育を行うものを専修学校として位

置付け、その教育の振興を図ることが専修学校制度創設の趣旨であった。

【【専専 修修 学学 校校 制制 度度 のの ああ らら まま しし】】

ｱ 専修学校の目的は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向

上を図ることである。

ｲ 専修学校の要件は、次の三つである。

・修業年限が１年以上であること。

・授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上（年間 単位時間以上。ただし、

夜間等において授業を行う学科については 単位時間以上）であること。

・教育を受ける者が常時 人以上であること。

ｳ 専修学校には、教育対象者や入学資格の差異により、高等課程、専門課程又は一

般課程を置く。高等課程を置く学校は高等専修学校と、専門課程を置く学校は専門

学校と称することができる。

ｴ 専修学校の設置者は、学校を経営するために必要な経済的基礎、知識・経験、社

会的信望を有する者でなければならない。

ｵ 教員の資格及び数、校地・校舎の面積、設備、教育課程等は、設置基準に適合し

ていなければならない。

イイ 専専修修学学校校制制度度のの今今日日ままででのの主主なな改改正正点点

① 文部科学大臣が指定した高等課程修了者への大学入学資格の付与（昭和 年）

昭和 年、文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程の修了者に対して大学入学資

格を付与するための措置がとられた。指定の要件は次のとおりである。

・ 修業年限が３年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数は、 単位時間以上又は総単位数が 単位以上

であること。

・ 卒業に必要な普通科目の総授業時数は、 時間以上であること。

（ただし、 時間までは教養科目で代替することができる。）

② 専修学校設置基準の改正（平成６年及び平成 年）

平成６年、専修学校教育の充実・振興に関する調査研究協力者会議の報告を受けて、

専修学校設置基準が改正された。この改正では、各学校がその特色を生かして教育内容

の充実を図ることができるようにするとともに、生涯学習振興の観点から学習機会の多

様化を図るため、専門課程の授業科目に係る制限が廃止されたほか、他の専修学校等に

おける学習成果の認定、昼夜開講制による授業、科目等履修生の受入れ等を実施するこ
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＜＜表表３３―― ＞＞主主なな都都道道府府県県のの私私立立幼幼稚稚園園にに係係るる法法人人化化状状況況

園 園 園 % 園 % 園 %

347 41 306 88.2 305 99.7 1 0.3

茨城県 206 92 114 55.3 114 100.0 0 0.0

栃木県 74 2 72 97.3 69 95.8 3 4.2

群馬県 114 60 54 47.4 50 92.6 4 7.4

埼玉県 503 42 461 91.7 441 95.7 20 4.3

千葉県 459 75 384 83.7 370 96.4 14 3.6

東京都 969 163 806 83.2 532 66.0 274 34.0

神奈川県 616 36 580 94.2 482 83.1 98 16.9

新潟県 70 24 46 65.7 46 100.0 0 0.0

山梨県 55 3 52 94.5 49 94.2 3 5.8

長野県 91 8 83 91.2 82 98.8 1 1.2

静岡県 340 180 160 47.1 159 99.4 1 0.6

愛知県 399 54 345 86.5 338 98.0 7 2.0

京都府 194 47 147 75.8 141 95.9 6 4.1

大阪府 535 205 330 61.7 314 95.2 16 4.8

兵庫県 446 262 184 41.3 172 93.5 12 6.5

広島県 213 70 143 67.1 140 97.9 3 2.1

福岡県 415 28 387 93.3 346 89.4 41 10.6

全国合計 9,111 2,959 6,152 67.5 5,582 90.7 570 9.3
注)出典は、学校基本調査による。 (令和４年５月１日現在）

学校法人立 個人立等

北海道

私立計
私 立 内 訳

総 数 国公立
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とができることとされた。

また、平成 年 月には「生涯学習審議会」の答申を受けて、専修学校設置基準の

一部が改正され、多様なニーズに対応し、個々の専修学校がその特色を生かして教育内

容の一層の充実を図れるよう、専修学校間及び専修学校以外の教育施設等における学修

の履修認定を拡大し、また、多様なメディアを高度に利用した授業を認めるなど、より

弾力的な対応が可能になった。

③ ｢専門士」の称号付与（平成６年）

専修学校の専門課程における学習成果の適切な評価と、修了者の社会的評価の向上を

目的として、専門士の称号の付与に関する規程が制定され、文部科学大臣が以下の要件

を満たすと認めて公示した課程の修了者は、専門士と称することができることとされた。

・ 修業年限が２年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数が、 単位時間以上又は総単位数が 単位以上

であること。

・ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること｡

④ 専修学校の専門課程修了者の大学への編入学（平成 年）

平成９年 月の大学審議会の答申を受け、学校教育法等の改正を行い、平成 年４

月１日から専修学校の専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより大

学に編入学できることとなった。

なお、この法改正においては、昭和 年の専修学校制度発足以来の修了者で、大学へ

の編入学の資格要件を満たす者全てを認めている。

大学への編入学の資格要件は、次のとおりである。

・ 修業年限が２年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数は、 単位時間以上又は総単位数が 単位以上

であること。

⑤ 専修学校設置基準の改正（平成 年）

平成 年４月１日から、専修学校設置基準が改正され、教育水準の向上を図り、当該

専修学校の目的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況について自ら点検及

び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならないとされた。

⑥ 「高度専門士」の称号付与（平成 年）

専修学校の専門課程における教育内容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ、修了

者の学習の成果を適切に評価し、その社会的評価の向上を図るため、文部科学大臣が以

下の要件を満たすと認めて公示した課程の修了者は、高度専門士と称することができる

こととされた（平成 年９月９日施行）。

・ 修業年限が４年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数が 単位時間以上又は総単位数が 単位以上で
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あること。

・ 体系的に教育課程が編成されていること。

・ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること｡

⑦ 専修学校の専門課程修了者への大学院入学資格付与（平成 年）

平成 年９月、学校教育法等の改正を行い、平成 年３月１日から専修学校の専門

課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの

に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを修了した者に対して、大学院入学資格を

与えることとした。

文部科学大臣が定める基準（専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大

学（短期大学を除く。）の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認められるものに係る基準を定める件）は、次のとおりである。

・ 修業年限が４年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数が 単位時間以上又は総単位数が 単位以上で

あること。

・ 体系的に教育課程が編成されていること。

・ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程の修了の認定を行っていること。

⑧ 専修学校設置基準の改正（平成 年）

平成 年３月１日から、専修学校設置基準が改正された。それにより、近年の情報通

信技術の発展、各家庭へのブロードバンド通信の普及を踏まえ、専修学校が多様なメディ

アを高度に利用して履修させることができる授業について、その履修の範囲を、課程の

修了に必要な総授業時数の４分の３を超えないものとするよう拡大するとともに、自宅

等においても当該授業を履修することができるようになった。

⑨ 専修学校設置基準の改正（平成 年）

平成 年６月に閣議決定された「新成長戦略」の中で、専修学校への単位制・通信制

の導入が明記され、平成 年３月中央教育審議会において「単位制・通信制の制度化

に期待」との答申がされた。

これに基づき、専修学校設置基準が改正され、生涯学習機会充実の観点から、社会人

等の多様な学習ニーズへの対応を目的として、専修学校において「単位制・通信制」が

導入された（平成 年４月１日施行）。

⑩ ｢職業実践専門課程」の認定（平成 年）

平成 年１月の中央教育審議会の答申、平成 年６月の教育振興基本計画及び平成

年７月の専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議報告における提言等を

踏まえ、専修学校の専門課程であって、以下の要件を満たす場合、文部科学省が「職業

実践専門課程」として認定し奨励することで、職業教育の水準の維持向上を図るとされ

た（平成 年８月 日施行）。
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とができることとされた。

また、平成 年 月には「生涯学習審議会」の答申を受けて、専修学校設置基準の

一部が改正され、多様なニーズに対応し、個々の専修学校がその特色を生かして教育内

容の一層の充実を図れるよう、専修学校間及び専修学校以外の教育施設等における学修

の履修認定を拡大し、また、多様なメディアを高度に利用した授業を認めるなど、より

弾力的な対応が可能になった。

③ ｢専門士」の称号付与（平成６年）

専修学校の専門課程における学習成果の適切な評価と、修了者の社会的評価の向上を

目的として、専門士の称号の付与に関する規程が制定され、文部科学大臣が以下の要件

を満たすと認めて公示した課程の修了者は、専門士と称することができることとされた。

・ 修業年限が２年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数が、 単位時間以上又は総単位数が 単位以上

であること。

・ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること｡

④ 専修学校の専門課程修了者の大学への編入学（平成 年）

平成９年 月の大学審議会の答申を受け、学校教育法等の改正を行い、平成 年４

月１日から専修学校の専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより大

学に編入学できることとなった。

なお、この法改正においては、昭和 年の専修学校制度発足以来の修了者で、大学へ

の編入学の資格要件を満たす者全てを認めている。

大学への編入学の資格要件は、次のとおりである。

・ 修業年限が２年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数は、 単位時間以上又は総単位数が 単位以上

であること。

⑤ 専修学校設置基準の改正（平成 年）

平成 年４月１日から、専修学校設置基準が改正され、教育水準の向上を図り、当該

専修学校の目的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況について自ら点検及

び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならないとされた。

⑥ 「高度専門士」の称号付与（平成 年）

専修学校の専門課程における教育内容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ、修了

者の学習の成果を適切に評価し、その社会的評価の向上を図るため、文部科学大臣が以

下の要件を満たすと認めて公示した課程の修了者は、高度専門士と称することができる

こととされた（平成 年９月９日施行）。

・ 修業年限が４年以上であること。

・ 課程の修了に必要な総授業時数が 単位時間以上又は総単位数が 単位以上で
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・ 専門士又は高度専門士と称することができる専門課程として文部科学大臣が認めた課

程であること（令和４年度認定より追加要件）。

・ 専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、

授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。

・ 企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業を行っていること。

・ 企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っ

ていること。

・ 学校教育法施行規則第 条において準用する同規則第 条に定める評価を行い、

その結果を公表していること。

・ 前段に記載の評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又

は職員を参画させていること。

・ 企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活

動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。

⑪ ｢キャリア形成促進プログラム」の認定（平成 年）

平成 年３月の「これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議」報告及び平成

年６月閣議決定の「教育振興基本計画」等を踏まえ、専修学校の専門課程又は特別の

課程であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として実務

に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定し

て奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上及びキャリア形成を図る機会

の拡大に資するとされた。

ウウ 都都内内ににおおけけるる専専修修学学校校のの現現状状

都内に所在する私立専修学校は、令和４年５月現在、学校数が 校、生徒数が

人であり、都内の専修学校全体に対する割合は、学校数で ％、生徒数で ％となっ

ており、私立が大部分を占めている。このうち、高等課程の学科は、中学校卒業で資格が

取得できる調理師、美容師等の衛生関係、准看護師等の医療関係や音楽・芸術等の文化・

教養関係が多い。専修学校の高等課程は、中学卒業後の多様な進路を保障するという意味で、

重要な役割を担っている（図３－15）。

＜＜図図３３－－ ＞＞都都内内新新卒卒進進学学者者数数のの推推移移
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専門課程は、大学・短大と並ぶ高等教育段階における職業教育機関として、職業人の育

成等の面で大きな役割を果たしている。令和４年３月における都内の高等学校の卒業者

人の進路を見ると、大学学部 ％、短大本科 ％に対し、専修学校の専門課程へ

の進学者は ％となっている（表３－ ）。

専門課程の都内の分野別生徒数の構成比を 年前との比較で見ると、工業関係などでポ

イントが上がり、医療関係及び教育・社会福祉関係などではポイントが下がっている（表

３－ ）。

また、専門課程の分野別の特徴を、都内と全国との分野別生徒数の構成比の比較で見る

と、都内では文化・教養関係が高く、医療関係は低い。

専門課程への新卒進学者数は、制度発足以来増加し続け平成４年には 人に達した。

しかし、以降は減少傾向に転じ、平成 年にはピーク時の半数（ 人）を下回った。

その後の進学者数は、平成 年を境に緩やかに増加したのち減少傾向にあったが、令和

元年に微増、令和４年には再び減少し 人となった。

少子化による生徒数の減少は、学校経営に少なからぬ影響を与えている。

また、一般課程は入学資格が制度上限定されていない課程であるが、現状では多くが大

学受験・補習を目的とした学校となっている。ここ数年は生徒数が伸び悩んでいるが、こ

れは、 歳人口の減少と大学進学率等の影響と思われる。

エエ 最最近近のの動動きき

専修学校と関連する最近の動きとして、令和２年 月 日に専門職大学等の制度化がな

された。

「第四次産業革命」の進展と国際競争の激化に伴い、産業構造が急速に転換する中、優

れた専門技能等をもって、新たな価値を創造することができる専門職業人材の養成が急務

となっている。こうした背景から、平成 年５月第 回通常国会において、「学校教育

法の一部を改正する法律（平成 年法律第 号）」が成立し、専門職業人の養成を目的と

する新たな高等教育機関として、「専門職大学」及び「専門職短期大学」の制度が設けられ

ることとなった。

専門職大学等については、大学制度に位置づけられるものであり、所轄庁は国（文部科

学省）となるが、都及び区市においては、既存の専修学校から専門職大学等に移行する場

合に、準学校法人及び専修学校の所轄庁として、定員変更、校地・校舎変更、学校廃止、

寄附行為変更等に係る認可、諸届けの受理等について、相互に連携を図りつつ対応してい

る。

第３章 私立学校の認可・指導と動向

92 

・ 専門士又は高度専門士と称することができる専門課程として文部科学大臣が認めた課

程であること（令和４年度認定より追加要件）。

・ 専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、

授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。

・ 企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業を行っていること。

・ 企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っ

ていること。

・ 学校教育法施行規則第 条において準用する同規則第 条に定める評価を行い、

その結果を公表していること。

・ 前段に記載の評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又

は職員を参画させていること。

・ 企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活

動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。

⑪ ｢キャリア形成促進プログラム」の認定（平成 年）

平成 年３月の「これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議」報告及び平成

年６月閣議決定の「教育振興基本計画」等を踏まえ、専修学校の専門課程又は特別の

課程であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として実務

に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定し

て奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上及びキャリア形成を図る機会

の拡大に資するとされた。

ウウ 都都内内ににおおけけるる専専修修学学校校のの現現状状

都内に所在する私立専修学校は、令和４年５月現在、学校数が 校、生徒数が

人であり、都内の専修学校全体に対する割合は、学校数で ％、生徒数で ％となっ

ており、私立が大部分を占めている。このうち、高等課程の学科は、中学校卒業で資格が

取得できる調理師、美容師等の衛生関係、准看護師等の医療関係や音楽・芸術等の文化・

教養関係が多い。専修学校の高等課程は、中学卒業後の多様な進路を保障するという意味で、

重要な役割を担っている（図３－15）。

＜＜図図３３－－ ＞＞都都内内新新卒卒進進学学者者数数のの推推移移
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＜＜表表３３―― ＞＞都都内内専専修修学学校校・・各各種種学学校校のの設設置置者者別別学学校校数数及及びび生生徒徒数数

私立 国公立 計 私立 国公立 計 総数 うち、私立

学校数(校)

構成比 [△ 1.2] [△ 1.2]

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比 [△ 1.6] [△ 1.4]

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比 [△ 1.2] [△ 1.1]

生徒数(人)

構成比 [△ 0.1]

学校数(校)

構成比 [△ 0.9] [△ 0.9]

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比 [△ 1.3] [△ 1.3]

学校数(校)

構成比 [△ 1.2] [△ 1.3]

生徒数(人)

構成比 [△ 3.8] [△ 3.8]

学校数(校)

構成比 [△ 1.4] [△ 1.5]

生徒数(人)

構成比 [△ 7.3] [△ 7.3]

注1) ( )内は、構成比(%)、[ ]内は、対前年伸び率(%)

注2）出典は、学校基本調査による。

        （各年度５月１日現在）

年度 区　分
専　修　学　校(A) 各　種　学　校(B) 計 (=A+B)

元
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＜＜表表３３―― ＞＞都都内内中中学学校校卒卒業業者者のの進進路路状状況況のの推推移移

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

高 等 学 校 全 日 制

高 等 学 校 定 時 制

高 等 学 校 通 信 制

そ の 他

専 修 学 校 一 般 課 程

各 種 学 校

高 等 学 校 全 日 制

高 等 学 校 定 時 制

高 等 学 校 通 信 制

そ の 他

専 修 学 校 一 般 課 程

各 種 学 校

上記以外の者・死亡・不詳

区       分

実
　
　
数
　
（

人
）

卒 業 者 数

高 等 学 校 等 進 学 者

専修学 校高 等課 程進 学者

専修学校一般課程等入学者

公共職 業能 力開 発施 設等

就 職 者

上記以外の者・死亡・不詳

再
掲

就職進学者等を含む就職者

就職進学者等を含む就職率

構
成
比
・
進
学
率
・
入
学
率
等
（

％
）

卒 業 者 数

高 等 学 校 等 進 学 者

専修学 校高 等課 程進 学者

専修学校一般課程等入学者

公共職 業能 力開 発施 設等

就 職 者

注１）「就職進学者等」とは、就職しながら進・入学している者である。 （各年度５月１日現在）

注２）「その他」とは、中等教育学校後期課程、高等専門学校及び特別支援学校高等部である。

注３）出典は、学校基本調査による。
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＜＜表表３３―― ＞＞都都内内専専修修学学校校・・各各種種学学校校のの設設置置者者別別学学校校数数及及びび生生徒徒数数

私立 国公立 計 私立 国公立 計 総数 うち、私立

学校数(校)

構成比 [△ 1.2] [△ 1.2]

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比 [△ 1.6] [△ 1.4]

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比 [△ 1.2] [△ 1.1]

生徒数(人)

構成比 [△ 0.1]

学校数(校)

構成比 [△ 0.9] [△ 0.9]

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比

学校数(校)

構成比

生徒数(人)

構成比 [△ 1.3] [△ 1.3]

学校数(校)

構成比 [△ 1.2] [△ 1.3]

生徒数(人)

構成比 [△ 3.8] [△ 3.8]

学校数(校)

構成比 [△ 1.4] [△ 1.5]

生徒数(人)

構成比 [△ 7.3] [△ 7.3]

注1) ( )内は、構成比(%)、[ ]内は、対前年伸び率(%)

注2）出典は、学校基本調査による。

        （各年度５月１日現在）

年度 区　分
専　修　学　校(A) 各　種　学　校(B) 計 (=A+B)

元
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＜＜表表３３―― ＞＞都都内内高高等等学学校校卒卒業業者者のの進進路路状状況況のの推推移移

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

大 学 学 部

短 期 大 学 本 科

大 学 ・ 短 期大 学通 信制

そ の 他

専 修 学 校 一 般 課 程

各 種 学 校

大 学 学 部

短 期 大 学 本 科

大 学 ・ 短 期大 学通 信制

そ の 他

専 修 学 校 一 般 課 程

各 種 学 校

上記以外の者・死亡・不詳

区       分

実
　
　
数
　
（

人
）

卒 業 者 数

大 学 等 進 学 者

専修学 校専 門課 程進 学者

専修学校一般課程等入学者

公共職 業能 力開 発施 設等

就 職 者

上記以外の者・死亡・不詳

再
掲

就職進学者等を含む就職者

就職進学者等を含む就職率

構
成
比
・
進
学
率
・
入
学
率
等
（

％
）

卒 業 者 数

大 学 等 進 学 者

専修学 校専 門課 程進 学者

専修学校一般課程等入学者

公共職 業能 力開 発施 設等

就 職 者

注１）「その他」とは、大学・短期大学の別科、高等学校専攻科及び特別支援学校高等部専攻科である。

注２）「就職進学者等」とは、就職しながら進・入学している者である。 （各年度５月１日現在）

注３）出典は、学校基本調査による。
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＜＜表表３３―― ＞＞都都内内専専修修学学校校課課程程別別・・分分野野別別生生徒徒数数（（国国・・公公・・私私立立）） （単位：人） 【【参参考考】】全 国

平成24年 令和4年 平成24年 令和4年 平成24年 令和4年 平成24年 令和4年 平成24年 令和4年

文化・教養
関係

語学、デザ
イン、音楽、
予備校等)

合  計

医療関係
(看護、

歯科衛生、
理学療法等)

衛生関係
(調理、栄養、
美容、理容)

教育・社会
福祉関係

(教員養成、
保育、

介護福祉等)

商業実務
関係

(経理、経営、
観光等)

服飾・家政
関係

(ファッショ
ン、洋裁等)

一般課程 専門課程

工業関係
(電気、

情報処理、
自動車整備等)

農業関係
バイオテクノロ

ジー、園芸、
動物管理等)

分  野
専修学校合計 高等課程 専門課程

注１）出典は、学校基本調査による。 （各年度５月１日現在）

注２） 内は、構成比（％）
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＜＜表表３３―― ＞＞都都内内高高等等学学校校卒卒業業者者のの進進路路状状況況のの推推移移

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

大 学 学 部

短 期 大 学 本 科

大 学 ・ 短 期大 学通 信制

そ の 他

専 修 学 校 一 般 課 程

各 種 学 校

大 学 学 部

短 期 大 学 本 科

大 学 ・ 短 期大 学通 信制

そ の 他

専 修 学 校 一 般 課 程

各 種 学 校

上記以外の者・死亡・不詳

区       分

実
　
　
数
　
（

人
）

卒 業 者 数

大 学 等 進 学 者

専修学 校専 門課 程進 学者

専修学校一般課程等入学者

公共職 業能 力開 発施 設等

就 職 者

上記以外の者・死亡・不詳

再
掲

就職進学者等を含む就職者

就職進学者等を含む就職率

構
成
比
・
進
学
率
・
入
学
率
等
（

％
）

卒 業 者 数

大 学 等 進 学 者

専修学 校専 門課 程進 学者

専修学校一般課程等入学者

公共職 業能 力開 発施 設等

就 職 者

注１）「その他」とは、大学・短期大学の別科、高等学校専攻科及び特別支援学校高等部専攻科である。

注２）「就職進学者等」とは、就職しながら進・入学している者である。 （各年度５月１日現在）

注３）出典は、学校基本調査による。
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留留学学生生のの違違法法活活動動防防止止対対策策

アア 事事業業目目的的等等

犯罪や不法就労などの違法活動で摘発された外国人には多くの留学生、元留学生が含ま

れている。留学生等の違法活動を未然に防止するためには、彼らが在籍する学校が、十分

な在籍管理、生活指導を行うことが必要である。このため、「留学生の違法活動防止のため

の連絡協議会」（平成 年 月設置。構成団体は、※を参照）を通じた関係機関の連携に

より、都内の専修学校など留学生が在籍する学校への指導を強化するとともに、違法活動

防止のための留学生への生活指導に関する啓発活動を実施している。

※「留学生の違法活動防止のための連絡協議会」構成団体

東京都、文部科学省、東京出入国在留管理局、警視庁、新宿区、台東区、渋谷区、豊島

区、武蔵野市、一般財団法人日本語教育振興協会、公益社団法人東京都専修学校各種学

校協会

イイ 事事業業内内容容（（令令和和４４年年度度））

① 関係機関の連携による留学生の違法活動防止に係る学校への指導強化

・ 留学生を多く受け入れている都内の専修・各種学校に対し、東京出入国在留管理局、

都、関係区・市の合同調査チームによる調査を実施

② 留学生への生活指導等に関する啓発

・ 日本への留学希望者に対して配布する「日本留学生活の予備知識」及び宣伝用リー

フレットの作成（中国簡体字 繁体字・ハングル・英語・ベトナム語・ネパール語

・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語・シンハラ語）

・ 大学・短大・専修学校・日本語学校等の教職員を対象とした生活指導等講習会の開催 

・ 専修学校・各種学校の留学生担当教職員向け研修会の開催

・ ｢留学生指導担当者相談窓口」（平成 年４月公益社団法人東京都専修学校各種学

校協会内に設置）の運営等

ウウ 今今後後のの取取組組

令和５年度は、「専門学校・各種学校における留学生受入れ等に係る管理指針」（平成

年４月１日施行）に基づき、引き続き、関係機関と連携の上、専修・各種学校に対する指

導、啓発活動等を実施していく。

＜＜表表３３―― ＞＞留留学学生生のの推推移移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

うち専修学校
（専門課程）
うち日本語
　 教育機関

注１）独立行政法人日本学生支援機構の外国人留学生在籍状況調査結果から。 (各年度5月1日現在）

注２）「うち専修学校（専門課程）」には、専修学校専門課程の日本語学科等の日本語教育機関も含まれている。

留学生数（全国）

留学生数（都内）

注３）「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格により、我が国の
　　大学（大学院を含む。）短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、大学に入学するための準備教育
　　課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人学生をいう。


